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１-１ 改定の経緯 

下水道は、市街地における雨水などの自然水を排除するとともに、日常生活や生産活動から生

じる汚水を速やかに排除し、安全に処理した上で河川、湖沼、海などの公共用水域に放流するた

めの施設です。また下水道は健康で文化的な生活を営むための基盤となる施設であり、公共用水

域の水質保全を図るためには、不可欠な施設といえます。 

本市の下水道事業は、昭和 60(1985)年 3 月 20 日に公共下水道の供用を開始して 42 年が経過

しています。令和 6(2024)年度末迄の整備面積は 807ha で、人口普及率 42.3％、水洗化率 92.7％

となっています。また、平成 7(1995)年度より農業集落排水施設の整備を始め、平成 10(1998)年

度に上谷地区において供用開始したことに始まり、嶺南・正気西部地区が平成 12(2000)年度、松

之郷地区が平成 16(2004)年度、福岡地区が平成 21(2009)年度に順次供用開始して、令和 6(2024)

年度末迄の 4 地区の整備面積は 234ha で、人口普及率 5.9％、水洗化率 85.8％となっています。

現在、農業集落排水施設は、各種設備機器の標準耐用年数が過ぎ、今後の維持管理費が増加する

ことから近傍の公共下水道へ接続することで経済的かつ安定した水処理を行うため、上谷地区、

嶺南・正気西部地区、松之郷地区の公共下水道への接続を進めています。 

下水道事業を取り巻く環境は、人口減少による使用料収入の減少、施設の老朽化に伴う改築更

新費用の増加など厳しさを増しており、経営基盤強化の取り組みが求められています。「経営戦

略」は、その取り組みの一環として、下水道事業を持続的・安定的に経営するために、経営の健

全化と経営基盤の強化を図ることを目的に、中長期的な経営計画として令和 2(2020)年度に策定

しています。今回の経営戦略の改定は、現行の経営戦略の策定時からの社会情勢・経済環境や下

水道事業を取り巻く環境の変化を踏まえて見直しを行うものです。 

なお、本計画は、総務省「経営戦略策定ガイドライン（改訂版）」及び「経営戦略策定・改定

マニュアル」の基本的考え方に基づき改定するものです。 
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１-２ 位置づけ 

本経営戦略は、東金市第 4次総合計画【令和 3(2021)年度から令和 12(2030)年度まで】を上位

計画とし、下水道各種関係計画等と連動し、今後の下水道事業の中長期的な経営計画として位置

づけます。 

 

 

図 １.１ 経営戦略の位置づけ 

 

１-３ 計画期間 

本経営戦略の計画期間は、中長期的な視点から経営基盤の強化に取り組むことができるよう、

令和 8(2026)年度を初年度とし、令和 17(2035)年度を最終年度とした 10 年間とします。 

また、計画期間の中間年次となる令和 12(2030)年度～令和 13(2031)年度では、中間評価を行

います。 

 

 

連動

東金市総合計画
（東金市第４次総合計画 ： 令和3(2021)年3月

東金市下水道事業経営戦略
（令和8(2026)～令和17(2035)年度）

下水道各種計画
・東金市公共下水道全体計画
・東金市公共下水道事業計画
・東金市汚水適正処理構想
・東金市生活排水処理基本計画
・東金市下水道ストックマネジメント計画
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２-１ 事業の現況 

 施設 

令和 6(2024)年度末時点での下水道施設の整備状況は以下のとおりです。 

 

表 ２.１ 施設及び設備の状況 

事 業 施設区分 数 量 備 考 

公共下水道事業 

管路施設 約 239km  汚水管：約 183 ㎞、雨水管：約 56 ㎞ 

処理場 1 か所  東金市浄化センター 

ポンプ場 2 か所  木島下汚水中継ポンプ場、田中汚水中継ポンプ場 

マンホールポンプ 11 か所   

農業集落排水事業 

管路施設 約 80km  汚水管：約 80 ㎞ 

処理場 4 か所  

上谷クリーンセンター、嶺南・正気西部クリーンセ

ンター、松之郷排水浄化センター、福岡クリーンセ

ンター 

マンホールポンプ 91 か所   

 

① 公共下水道事業及び処理場施設の概要 

本市における公共下水道事業処理場施設の概要は以下のとおりです。 

 

表 ２.２ 公共下水道事業及び処理場施設の概要  

公共下水道 

東金処理区 

処理区域面積：807ha 

供用開始：昭和 59(1984)年度、

（経過年数：42 年） 

東金市浄化センター 

・処理方式：標準活性汚泥法+セメント原料化(委託) 

・計画処理能力(日最大)：14,600 ㎥/日 

処理区域内人口密度 29.5 人／ha（処理区域内人口 23,793 人÷処理区域面積 807ha）  

法適・非適の区分 一部適用（令和 2(2020)年 4月 1 日施行） 

広域化・共同化 

・最適化実施状況 

本市の下水処理は東金市浄化センターで水処理から汚泥処理(農業集落排水も含む)ま

で一式で行っています。 
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② 農業集落排水事業及び処理施設の概要 

本市における農業集落排水処理施設の概要は以下のとおりです。 

 

表 ２.３ 農業集落排水事業及び処理場施設の概要  

農業集落排水 

上谷地区 

処理区域面積：40ha 

供用開始：平成 10(1998)年度、

（経過年数：28 年） 

上谷クリーンセンター 

・計画人口：1,320 人 

嶺南・正気西部地区 

処理区域面積：52ha 

供用開始：平成 12(2000)年度、

（経過年数：26 年） 

嶺南・正気西部クリーンセンター 

・計画人口：1,780 人 

松之郷地区 

処理区域面積：44ha 

供用開始：平成 16(2004)年度、

（経過年数：22 年） 

松之郷排水浄化センター 

・計画人口：1,830 人 

福岡地区 

処理区域面積：98ha 

供用開始：平成 21(2009)年度、

（経過年数：17 年） 

福岡クリーンセンター 

・計画人口：2,300 人 

処理区域内人口密度 16.5 人／ha（処理区域内人口 3,858 人÷処理区域面積 234ha） 

法適・非適の区分 一部適用（令和 2(2020)年 4月 1 日施行） 

広域化・共同化 

・最適化実施状況 

農業集落排水は、公共下水道に上谷地区及び嶺南・正気西部地区を令和 8(2026)年度よ

り接続し、その後、令和 9(2027)年度より松之郷地区を接続し東金市浄化センターで水

処理から汚泥処理まで一括して行う予定です。福岡地区は、適正な維持管理を行いな

がら施設の老朽化状況に応じて修繕・更新を実施します。 
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図 ２.１ 下水道計画区域及び施設配置の概要図 
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図 ２.２ 農業集落排水の概要図 
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 使用料 

下水道使用料は、基本使用料と使用水量に応じた従量制で、さらには使用水量の増加に応じて

従量使用料を増加させる累進制を採用しています。負担の公平性の観点から、平成 28(2016)年 4

月より、公共下水道と農業集落排水の使用料は同じ料金体系としています。 

 

表 ２.４ 下水道使用料体系表（１か月あたり・消費税別） 

用途別 使用料 

一般汚水 

10 ㎥まで（基本使用料） 1,148 円 

11 ㎥～20 ㎥まで 132 円/㎥  

21 ㎥～30 ㎥まで 143 円/㎥  

31 ㎥～50 ㎥まで 161 円/㎥  

51 ㎥～100 ㎥まで 178 円/㎥  

101 ㎥～500 ㎥まで 195 円/㎥  

501 ㎥以上 218 円/㎥  

浴場汚水 1 ㎥あたり 25 円/㎥  

 

本市の過去 3年度分の条例上の使用料（20 ㎥あたり）と、実質的な使用料（20㎥あたり※）の

比較を示します。総務省は、継続して安定した下水道事業経営を行うための使用料基準を 3,000

円／20 ㎥(消費税別)としています。公共下水道事業では実質的な使用料は達成しているものの、

「農業集落排水事業」を合わせた下水道事業全体では、条例上の使用料及び実質的な使用料とも

に 3,000円/20㎥未満となっています。達していない状況です。 

 ※実質的な使用料（20 ㎥あたり）＝ 使用料収入(円)／有収水量(㎥)×20(㎥) 

 

表 ２.５ 条例上の使用料・実質的な使用料（１か月あたり・消費税別） 

項目 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 

条例上の使用料（20 ㎥あたり） 2,524 円 2,524 円 2,524 円 

実質的な使用料 

（20 ㎥あたり） 

下水道事業全体 2,977 円 2,984 円 2,993 円 

公共下水道 2,996 円 3,004 円 3,013 円 

農業集落排水 2,800 円 2,808 円 2,824 円 
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 組織 

① 職員数 

職員数は、令和 6(2024)年度末時点で下水対策課 12 名（再任用職員 1名、会計年度任用職員 2

名）です。 

 

② 事業運営組織 

下水道事業は下水対策課の下、管理係、計画係及び維持係で執り行っています。 

 

表 ２.６ 組織体制及び事務分掌 

下

水

対

策

課 

管理係 

１ 下水道事業会計に関すること。 

２ 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関との連絡調整に関すること。 

３ 公共下水道事業受益者負担金及び使用料に関すること。 

４ 公共下水道事業水洗便所改造事業補助金に関すること。 

５ 農業集落排水事業受益者分担金及び使用料に関すること。 

６ 浄化槽設置整備事業補助金に関すること。 

７ 合併処理浄化槽維持管理費補助金に関すること。 

８ 所掌事業の財産管理に関すること。 

９ 所掌事業の普及啓発及び促進に関すること。 

10 所掌工事の発注に関すること。 

11 下水道事業専用の公印の管理に関すること。 

12 課の庶務に関すること。 

計画係 

１ 汚水適正処理構想に関すること。 

２ 公共下水道事業の実施計画及び認可に関すること。 

３ 公共下水道施設の設計及び施工並びに協議及び調整に関すること。 

４ 農業集落排水事業の実施計画及び事業採択に関すること。 

５ 農業集落排水施設の設計及び施工並びに協議及び調整に関すること。 

６ 所掌事業の用地取得に関すること。 

７ 所掌工事に伴う渉外に関すること。 

維持係 

１ 公共下水道施設の維持管理に関すること。 

２ 農業集落排水施設の維持管理に関すること。 

３ 所掌事業の施設台帳に関すること。 

４ 所掌施設の占用に関すること。 

５ 所掌施設への接続に伴う設計審査、施工監督及び検査に関すること。 

６ 所掌施設へ接続した設備に伴う検査及び指導に関すること。 

７ 開発行為に伴う協議及び指導監督に関すること。 

８ 排水設備の設計審査、施工監督及び検査に関すること。 

９ 排水設備指定工事店の指定及び指導に関すること。 
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 財務状況 

① 令和 6年度決算の状況 

【収益的収入】 

令和 6(2024)年度の収益的収入は、約 18.1 億円です。収益的収入のうち、約 23.6％は下水道

使用料、約 43.4％が長期前受金戻入、約 28.4％が他会計補助金です。 
 

 

図 ２.３ 令和 6(2024)年度決算における収益的収入の実績 

 

【収益的支出】 

令和 6(2024)年度の収益的支出は、約 17.8 億円です。収益的支出のうち、約 69.6％は減価償

却費です。 
 

 

補足：施設管理費＝管渠費＋ポンプ場費＋処理場費 

事業運営費＝業務費＋総係費 

図 ２.４ 令和 6(2024)年度決算における収益的支出の実績 

令和6年度 【単位：円】

収益的収入 1,809,372,941

営業収益 480,680,865

下水道使用料 426,767,411

他会計負担金 34,912,333

補助金 14,092,324

受託事業等収益 3,163,637

その他営業収益 1,745,160

営業外収益 1,328,692,074

他会計補助金 513,629,813

長期前受金戻入 785,713,127

資本費繰入収益 28,925,187

雑収益 423,947

特別利益 2

下水道使用料

23.6%

他会計補助金

28.4%

長期前受金戻入

43.4%

その他

4.6%

令和6年度 【単位：円】

収益的支出 1,776,347,681

営業費用 1,703,630,293

管渠費(公共) 60,555,970

管渠費(農集) 271,410

管渠費(雨水) 8,087,918

ポンプ場費(公共) 7,210,741

ポンプ場費(農集) 8,417,161

処理場費(公共) 246,023,576

処理場費(農集) 40,373,763

業務費 28,089,149

総係費 67,219,237

減価償却費 1,236,473,529

資産減耗費 907,839

営業外費用 72,717,388

支払利息及び企業債取扱諸費 68,004,220

雑支出 4,713,168

施設管理費

20.9%

事業運営費

5.4%

減価償却費

69.6%

支払利息

3.8%

その他

0.3%
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【当年度純利益】 

令和 6(2024)年度の当年度純利益は、33,025,260 円となっています。 

 

【資本的収入】 

令和 6(2024)年度の資本的収入は、約 6.3 億円です。資本的収入のうち、約 73.8％は企業債、

約 25.5％が国・県補助金です。 
 

 

図 ２.５ 令和 6(2024)年度決算における資本的収入の実績 

 

【資本的支出】 

令和 6(2024)年度の資本的支出は、約 11.0 億円です。資本的支出のうち、約 69.1％は企業債

償還金です。 
 

 

図 ２.６ 令和 6(2024)年度決算における資本的支出の実績 

 

 

 

令和6年度 【単位：円】

資本的収入 634,779,336

企業債 468,700,000

他会計補助金 198,000

国庫補助金 11,563,994

県補助金 150,084,462

負担金 4,232,880

企業債

73.8%

国・県補助金

25.5%

負担金等

0.7%

令和6年度 【単位：円】

資本的支出 1,096,942,158

建設改良費 339,465,402

企業債償還金 757,476,756

建設改良費

30.9%

企業債償還金

69.1%
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② 企業債残高の推移 

本市では、減債への取り組みとして、企業債の借入額が当該年度の償還額を超えない様に管理

しています。そのため、年々企業債残高は減少しています。企業債残高は、令和 2 年(2020)年度

末の約 72.0 億円から令和 6(2024)年度末は約 47.8 億円と公営企業会計への移行後において約

34％減少しています。 

 

表 ２.７ 年度末企業債残高 【単位：千円】 

項 目 令和 2 年度末 令和 3 年度末 令和 4 年度末 令和 5 年度末 令和 6 年度末 

公共下水道事業 4,922,911 4,412,973 3,888,911 3,367,235 3,073,213 

農業集落排水事業 2,274,001 2,091,880 1,895,539 1,705,340 1,710,585 

合   計 7,196,912 6,504,853 5,784,450 5,072,575 4,783,798 

 

【公共下水道】 

 

図 ２.７ 企業債借入額と償還額の推移（公共下水道事業） 

 

【農業集落排水】 

 

図 ２.８ 企業債借入額と償還額の推移（農業集落排水事業） 
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２-２ 民間活力の活用等 

民間活用の状況は次のとおりです。 

⚫ 終末処理場の包括的維持管理業務委託発注 

⚫ 水質分析業務の一括発注 

⚫ 使用料徴収業務の委託 

 

２-３ 経営比較分析表を活用した現状分析 

下水道事業の経営状況について、全国平均、類似団体平均※１との比較を行いながら実施するた

めに「経営比較分析表※２」の経営指標を活用して示しています。指標ごとのグラフには、全国平

均、類似団体平均、近隣市町村との比較も合わせて示しています。 

※１ 下水道事業経営指標（総務省）において、処理区域内人口・人口密度・供用開始後年数

の類型区分が同じ団体のことです。 

※２ 公営企業の経営及び施設の状況を表す主要な経営指標とその分析したものです。 

 

表 ２.８ 類似団体一覧※1 

事業 
処理区域内 

人口区分 

処理区域内 

人口密度区分 

供用開始後 

年数別区分 
類型区分 団体数 

公
共
下
水
道
事
業 

政令市等 ― ― 政令市等  21 

10 万人以上 

100 人/ha 以上 ― Aa  33 

75 人/ha 以上 ― Ab  30 

50 人/ha 以上 
30 年以上 Ac1  45 

30 年未満 Ac2   1 

50 人/ha 未満 ― Ad  60 

3 万人以上 

100 人/ha 以上 ― Ba   7 

75 人/ha 以上 
30 年以上 Bb1  24 

30 年未満 Bb2   1 

50 人/ha 以上 
30 年以上 Bc1  66 

30 年未満 Bc2  11 

50 人/ha 未満 
30 年以上 Bd1 166 

30 年未満 Bd2  18 

3 万人未満 

75 人/ha 以上 ― Ca   2 

50 人/ha 以上 

30 年以上 Cb1  28 

15 年以上 Cb2  17 

15 年未満 Cb3   5 

25 人/ha 以上 

30 年以上 Cc1 164 

15 年以上 Cc2 135 

15 年未満 Cc3  14 

25 人/ha 未満 

30 年以上 Cd1 141 

15 年以上 Cd2 176 

15 年未満 Cd3  12 

農業集落排水事業 

30 年以上 F1 302 

15 年以上 F2 563 

15 年未満 F3   7 

出典：令和 5(2023)年度決算 経営比較分析（総務省） 
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 現状分析結果の概要 

令和 5(2023)年度の経営比較分析表にある 11項目について、令和 5(2023)年度の類似団体及び

全国比較によって、本市の水準の適否を判断し、現在の経営状況に係る課題を抽出する。なお、

本市のカッコ内の数値は令和 6(2024)年度の試算値です。 

 

表 ２.９ 現状分析結果の概要（1/3） 

指標 本市の状況 
評価 

公共 農集 

経常収支比率

（％） 

経常収支比率は、公共下水道が 111.97％、農業集落排水が 135.73％

で、いずれも 100％以上を確保しており、単年度の収支は黒字です。

全国平均及び類似団体平均と比較すると公共下水道は同程度、農業集

落排水は高い水準にありますが、使用料収入以外に一般会計からの繰

入れに依存しており、一般会計からの基準外繰入金が 3.2 億円程度あ

ることから黒字化が実現されている状況です。 

 

項目 公共下水道事業 農業集落排水事業 

東金市 111.97(101.13)％ 135.73(105.39)％ 

類似団体平均 106.53％ 106.35％ 

全国平均 105.91％ 104.44％ 
 

  

累積欠損金比率

（％） 

累積欠損金は、公共下水道、農業集落排水ともに発生していません。 

 

項目 公共下水道事業 農業集落排水事業 

東金市 0.00(0.00)％ 0.00(0.00)％ 

類似団体平均 18.41％ 129.89％ 

全国平均 3.03％ 124.06％ 
 

  

流動比率（％） 

流動比率は、公共下水道が21.50％、農業集落排水が28.87％で100％

未満の状況です。全国平均及び類似団体平均と比較しても低い水準で

す。現在、企業債償還額がピークであることから流動比率が低い状況

ですが、今後急速に改善することが見込まれます。企業債の借入につ

いては、借入からの中長期的な企業債償還額と償還財源に着目して、

償還可能な水準となるように注視していきます。 

 

項目 公共下水道事業 農業集落排水事業 

東金市 21.50(28.13)％ 28.87(55.70)％ 

類似団体平均 74.79％ 44.04％ 

全国平均 78.43％ 42.02％ 
 

  

 

 ：全国平均、類似団体平均よりも優位です。 

 

 ：全国平均、類似団体平均と同等程度です。 

 

 ：全国平均、類似団体平均よりも劣位です。 
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表 ２.９ 現状分析結果の概要（2/3） 

指標 本市の状況 
評価 

公共 農集 

企業債残高対事

業規模比率（％） 

企業債残高対事業規模比率は、公共下水道が 119.84％、農業集落排

水が 0.00％となっています。全国平均及び類似団体平均と比較して低

い水準にあります。 

 

項目 公共下水道事業 農業集落排水事業 

東金市 119.84(0.00)％ 0.00(0.00)％ 

類似団体平均 767.56％ 839.21％ 

全国平均 630.82％ 785.10％ 
 

  

経費回収率（％） 

経費回収率は、公共下水道が 98.23％、農業集落排水が 70.01％で

100％を下回っています。全国平均及び類似団体平均と比較すると公

共下水道は同程度、農業集落排水は高い水準にあります。 

 

項目 公共下水道事業 農業集落排水事業 

東金市 98.23(99.77)％ 70.01(68.06)％ 

類似団体平均 90.23％ 52.05％ 

全国平均 97.81％ 56.93％ 
 

  

汚水処理原価

（円/m3） 

汚水処理原価は、公共下水道が152.91円/㎥、農業集落排水が200.54

円/㎥となっています。公共下水道は、全国平均より高く、類似団体平

均より低い状況です。農業集落排水は、全国平均及び類似団体平均よ

り低い状況です。 

 

項目 公共下水道事業 農業集落排水事業 

東金市 152.91(150.99)円/㎥ 200.54(207.49)円/㎥ 

類似団体平均 170.20 円/㎥ 301.86 円/㎥ 

全国平均 138.75 円/㎥ 271.15 円/㎥ 
 

  

施設利用率（％） 

施設利用率は、公共下水道が 58.72％、農業集落排水が 45.75％と

なっています。全国平均及び類似団体平均と比較して同程度となって

います。接続工事による効果を確認しながらストックマネジメント計

画に基づき施設・設備の改築時にダウンサイジングなどの検討が必要

となります。 

 

項目 公共下水道事業 農業集落排水事業 

東金市 58.72(60.27)％ 45.75(45.75)％ 

類似団体平均 56.51％ 46.25％ 

全国平均 58.94％ 49.87％ 
 

  

 

 ：全国平均、類似団体平均よりも優位です。 

 

 ：全国平均、類似団体平均と同等程度です。 

 

 ：全国平均、類似団体平均よりも劣位です。 
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表 ２.９ 現状分析結果の概要（3/3） 

指標 本市の状況 
評価 

公共 農集 

水洗化率（％） 

水洗化率は、公共下水道が 92.59％、農業集落排水が 85.06％で、全

国平均及び類似団体平均と比較して同程度となっています。今後も引

き続き、水洗化の普及促進に向けた取り組みを進めていく必要があり

ます。 

 

項目 公共下水道事業 農業集落排水事業 

東金市 92.59(92.65)％ 85.06(85.77)％ 

類似団体平均 90.62％ 83.96％ 

全国平均 95.91％ 87.54％ 
 

  

有形固定資産減

価償却率（％） 

有形固定資産減価償却率は、公共下水道が 18.73％、農業集落排水

が 13.61％で、全国平均及び類似団体平均と比較しても低い水準にあ

ります。これは、地方公営企業法適用(令和 2(2020)年度)から間が無

いため、資産管理開始からの経過年数が短く、減価償却累計額が小さ

いためです。 

 

項目 公共下水道事業 農業集落排水事業 

東金市 18.73(23.08)％ 13.61(16.62)％ 

類似団体平均 26.90％ 25.46％ 

全国平均 41.09％ 28.42％ 
 

  

管渠老朽化率

（％） 

管渠老朽化率は、公共下水道、農業集落排水ともに 0.00％となって

います。全国平均及び類似団体平均と比較して低い水準にあります。 

 

項目 公共下水道事業 農業集落排水事業 

東金市 0.00(0.00)％ 0.00(0.00)％ 

類似団体平均 2.08％ 0.19％ 

全国平均 8.68％ 0.08％ 
 

  

管渠改善率

（％） 

管渠改善率は、公共下水道、農業集落排水ともに 0.00％となってい

ます。今後、耐用年数を超過する管渠に対して適正な維持管理を継続

していく必要があります。 

 

項目 公共下水道事業 農業集落排水事業 

東金市 0.00(0.00)％ 0.00(0.00)％ 

類似団体平均 0.09％ 0.03％ 

全国平均 0.22％ 0.02％ 
 

  

 

 ：全国平均、類似団体平均よりも優位です。 

 

 ：全国平均、類似団体平均と同等程度です。 

 

 ：全国平均、類似団体平均よりも劣位です。 
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 経常収支比率 

① 【指標の算定式】 

 

経常収支比率（％）＝
経常収益

経常費用
× 100 

 

② 【指標の意味】 

経常収支比率は、当該年度において、使用料収入や一般会計補助金等の収益的収入で、維持管

理費や支払利息等の収益的費用をどの程度賄えているかを表す指標です。 

 

③ 【分析の考え方】 

当該指標は、単年度の収支が黒字であることを示す 100％以上となっていることが求められま

す。数値が 100％未満の場合、単年度の収支が赤字であることを示しているため、経営改善に向

けた取り組みが必要となります。 

分析に当たっての留意点として、例えば、当該指標が 100％以上の場合であっても、更なる費

用削減や施設の更新投資等に充てる財源が確保されているかなど、今後も健全経営を続けていく

ための改善点を洗い出すといった観点から分析する必要があると考えられます。 

また、経常収益（総収益）について、補助金等の使用料収入以外の収入に依存している場合は、

経費回収率と併せて分析し、経営改善を図っていく必要があります。 

一方、当該指標が 100％未満の場合であっても、経年で比較した場合に、右肩上がりで向上し

ていれば、経営改善に向けた取り組みが成果を上げている可能性があるといえ、今後も改善に向

けた取り組みを続けていくといった観点から分析する必要があります。 

 

④ 【本市の状況】 

本市の経常収支比率は、公共下水道が 111.97％、農業集落排水が 135.73％で、いずれも 100％

以上を確保しており、単年度の収支は黒字です。 

全国平均及び類似団体平均と比較すると公共下水道は同程度、農業集落排水は高い水準にあり

ますが、使用料収入以外に一般会計からの繰入れに依存しており、基準外繰入金が 3.2億円程度

あることで黒字化が実現されている状況です。 
 

表 ２.１０ 令和 5 年度繰入金の状況（出典：決算統計書） 

 

繰入金
(千円)

基準外繰入金
(千円)

基 準 額 377,641

実繰入額 560,551

基 準 額 122,347

実繰入額 260,000

320,563合計

公共下水道

農業集落排水

分類

182,910

137,653
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【経常収支比率・公共下水道】 

 

図 ２.９ 経常収支比率【公共下水道】 

 

 

【経常収支比率・農業集落排水】 

 

図 ２.１０ 経常収支比率【農業集落排水】 
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 累積欠損金比率 

① 【指標の算定式】 

 

累積欠損金比率（％）＝
当年度未処理欠損金

営業収益 − 受託工事収益
× 100 

 

② 【指標の意味】 

営業収益に対する累積欠損金（営業活動により生じた損失で、前年度からの繰越利益剰余金等

でも補塡することができず、複数年度にわたって累積した欠損金のこと）の状況を表す指標です。 

 

③ 【分析の考え方】 

当該指標は、累積欠損金が発生していないことを示す０％であることが求められます。累積欠

損金を有している場合は、経営の健全性に課題があるといえます。経年の状況も踏まえながら

０％となるよう経営改善を図っていく必要があります。 

分析に当たっての留意点として、例えば、当該指標が０％の場合であっても、使用料収入が減

少傾向にある場合や維持管理費が増加傾向にある場合には、将来の見込みも踏まえた分析が必要

です。 

 

④ 【本市の状況】 

本市の累積欠損金は、公共下水道、農業集落排水ともに発生していません。 
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【累積欠損金比率・公共下水道】 

 

図 ２.１１ 累積欠損金比率【公共下水道】 

 

 

【累積欠損金比率・農業集落排水】 

 

図 ２.１２ 累積欠損金比率【農業集落排水】 
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 流動比率 

① 【指標の算定式】 

 

流動比率（％）＝
流動資産

流動負債
× 100 

 

② 【指標の意味】 

短期的な債務に対する支払能力を表す指標です。 

 

③ 【分析の考え方】 

当該指標は、１年以内に支払うべき債務に対して、支払うことができる現金等の保有状況を示

しており、100％以上であることが望まれます。一般的に 100％を下回るということは、直近に現

金化できる資産で、１年以内に支払わなければならない負債を賄えておらず、支払能力を高める

ための経営改善を図っていく必要があります。 

分析に当たっての留意点として、例えば、当該指標が 100％を上回っている場合であっても、

預金・現金といった流動資産が減少傾向にある場合や、一時借入金といった流動負債が増加傾向

にある場合には、将来の見込みも踏まえた分析が必要です。 

また、当該指標が 100％未満であっても、流動負債には建設改良費等に充てられた企業債・他

会計借入金等が含まれており、これらの財源により整備された施設について、将来、償還・返済

の原資を使用料収入等により得ることが予定されている場合には、一概に支払能力がないとはい

えない点も踏まえた分析が必要です。 

 

④ 【本市の状況】 

本市の流動比率は、公共下水道が 21.50％、農業集落排水が 28.87％で 100％未満の状況です。

全国平均及び類似団体平均と比較しても低い水準にあります。 

現在、企業債償還額がピークであることから流動比率が低い状況ですが、今後急速に改善する

ことが見込まれます。企業債の借入については、借入からの中長期的な企業債償還額と償還財源

に着目して、償還可能な水準となるように注視していきます。 
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【流動比率・公共下水道】 

 

図 ２.１３ 流動比率【公共下水道】 

 

 

【流動比率・農業集落排水】 

 

図 ２.１４ 流動比率【農業集落排水】 

 

 

 

 

  

東金市

21.50

38.70 36.84 30.42

97.75
72.92 77.77

50.14 38.93 46.71

222.30

77.64
97.42

16.21

全国平均

78.43
類似団体平均

74.79 近隣市町村平均

66.09

0

50

100

150

200

250

東
金
市

銚
子
市

館
山
市

木
更
津
市

茂
原
市

旭
市

市
原
市

袖
ケ
浦
市

香
取
市

大
網
白
里
市

酒
々
井
町

栄
町

芝
山
町

長
生
村

流
動
比
率(

％)

東金市

28.87

0.00

159.74

74.32

34.43 43.19 53.26

412.10

全国平均

42.02

類似団体平均

44.04

近隣市町村平均

115.13

0

100

200

300

400

500

東
金
市

茂
原
市

旭
市

市
原
市

袖
ケ
浦
市

香
取
市

大
網
白
里
市

芝
山
町

流
動
比
率(
％)



 

22 

 企業債残高対事業規模比率 

① 【指標の算定式】 

 

企業債残高対事業規模比率（％）＝
企業債現在高合計 −  一般会計負担額

営業収益 −  受託工事収益 −  雨水処理負担金
× 100 

 

② 【指標の意味】 

使用料収入に対する企業債残高の割合であり、企業債残高の規模を表す指標です。 

 

③ 【分析の考え方】 

当該指標については、明確な数値基準はないと考えられています。したがって、経年比較や類

似団体との比較等により自団体の置かれている状況を把握・分析し、適切な数値となっているか、

対外的に説明できなければなりません。 

分析に当たっての留意点として、例えば、当該指標が類似団体との比較で低い場合であっても、

投資規模は適切か、使用料水準は適切か、必要な更新投資を先送りしているため企業債残高が少

額となっているに過ぎないか、といった観点から分析を行い、経営改善を図っていく必要があり

ます。 

 

④ 【本市の状況】 

本市の企業債残高対事業規模比率は、公共下水道が 119.84％、農業集落排水が 0.00％となっ

ています。全国平均及び類似団体平均と比較して低い水準にあります。 
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【企業債残高対事業規模比率・公共下水道】 

 

図 ２.１５ 企業債残高対事業規模比率【公共下水道】 

 

 

【企業債残高対事業規模比率・農業集落排水】 

 

図 ２.１６ 企業債残高対事業規模比率【農業集落排水】 
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 経費回収率 

① 【指標の算定式】 

 

経費回収率（％）＝
下水道使用料

汚水処理費（公費負担分を除く）
× 100 

 

② 【指標の意味】 

使用料で回収すべき経費を、どの程度賄えているかを表した指標であり、使用料水準等を評価

することが可能です。 

 

③ 【分析の考え方】 

当該指標は、使用料で回収すべき経費を全て使用料で賄えている状況を示す 100％以上である

ことが望まれます。数値が 100％を下回っている場合、汚水処理に係る費用が使用料以外の収入

により賄われていることを意味するため、適正な使用料収入の確保及び汚水処理費の削減が必要

です。 

分析に当たっての留意点としては、経常収支比率と同様に、例えば、当該指標が 100％以上の

場合であっても、更なる費用削減や更新投資等に充てる財源が確保されているかなど、今後も健

全経営を続けていくための改善点を洗い出すといった観点から分析する必要があります。 

 

④ 【本市の状況】 

本市の経費回収率は、公共下水道が 98.23％、農業集落排水が 70.01％で、100％を下回ってい

ます。全国平均及び類似団体平均と比較すると、公共下水道、農業集落排水ともに、どちらと比

べても高い水準にあります。 
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【経費回収率・公共下水道】 

 

図 ２.１７ 経費回収率【公共下水道】 

 

 

【経費回収率・農業集落排水】 

 

図 ２.１８ 経費回収率【農業集落排水】 
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 汚水処理原価 

① 【指標の算定式】 

 

汚水処理原価（円）＝
汚水処理費（公費負担分を除く）

年間有収水量
 

 

② 【指標の意味】 

有収水量１㎥当たりの汚水処理に要した費用であり、汚水資本費・汚水維持管理費の両方を含

めた汚水処理に係るコストを表した指標です。 

 

③ 【分析の考え方】 

当該指標については、明確な数値基準はないと考えられますが、事業を継続して運営していく

ために、使用料単価より低くなっていることが望まれます。また、例えば、当該指標が類似団体

との比較で低い場合であっても、有収水量や汚水処理費の経年の変化等を踏まえた上で、現状を

分析し、今後の状況について将来推計する必要があります。 

また、分析及び統計を基に、必要に応じて、投資の効率化や維持管理費の削減、接続率の向上

による有収水量を増加させる取り組みといった経営改善が必要です。 

分析に当たっての留意点として、地理的要因等によって、構造上汚水処理費が高くなることも

想定されますが、このような場合には、より最適な処理方法を検討し実施するといった経営改善

が必要となります。 

 

④ 【本市の状況】 

本市の汚水処理原価は、公共下水道が 152.91 円/㎥、農業集落排水が 200.54 円/㎥となってい

ます。公共下水道は、全国平均より高く、類似団体平均より低い状況です。農業集落排水は、全

国平均及び類似団体平均より低い状況です。 
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【汚水処理原価・公共下水道】 

 

図 ２.１９ 汚水処理原価【公共下水道】 

 

 

【汚水処理原価・農業集落排水】 

 

図 ２.２０ 汚水処理原価【農業集落排水】 
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 施設利用率 

① 【指標の算定式】 

 

施設利用率（％）＝
晴天時一日平均処理水量

晴天時現在処理能力
× 100 

 

② 【指標の意味】 

終末処理場の施設・設備が一日に対応可能な処理能力に対する、一日平均処理水量の割合であ

り、施設の利用状況や適正規模を判断する指標です。 

 

③ 【分析の考え方】 

当該指標については、明確な数値基準はないと考えられますが、一般的には高い数値であるこ

とが望まれます。経年比較や類似団体との比較等により自団体の置かれている状況を把握し、例

えば、当該指標が類似団体との比較で高い場合であっても、現状分析や将来の汚水処理人口の減

少等を踏まえ、施設が遊休状態でないか、過大なスペックとなっていないかといった分析が必要

となります。 

分析に当たっての留意点として、当該指標は、１日の汚水処理量の平均値を用いていることか

ら、当該団体の特有の事情により、季節によって処理量に大きな変動があり得るため、最大稼働

率と併せて分析して適切な施設規模となっているか分析する必要があると考えられます。 

数値が低く、施設が遊休状態又は過大なスペックとなっている場合には、計画処理能力、施設

の耐用年数等を踏まえ、必要に応じて、近隣施設（他団体の施設を含む。）との統廃合等を行い、

適切な施設規模を実現することが望まれます。 

 

④ 【本市の状況】 

本市の施設利用率は、公共下水道が 58.72％、農業集落排水が 45.75％となっています。全国

平均及び類似団体平均と比較して同程度です。今後は、農業集落排水の公共下水道への接続工事

による効果を確認しながら、施設・設備の改築時にダウンサイジングなどの検討が必要となりま

す。 
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【施設利用率・公共下水道】 

 

図 ２.２１ 施設利用率【公共下水道】 

 

 

【施設利用率・農業集落排水】 

 

図 ２.２２ 施設利用率【農業集落排水】 
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 水洗化率 

① 【指標の算定式】 

 

水洗化率（％）＝
現在水洗便所設置済人口

現在処理区域内人口
× 100 

 

② 【指標の意味】 

現在処理区域内人口のうち、実際に水洗便所を設置して汚水処理している人口の割合を表した

指標です。 

 

③ 【分析の考え方】 

当該指標については、公共用水域の水質保全や、使用料収入の増加等の観点から 100％となっ

ていることが望ましいです。 

一般的に数値が 100％未満である場合には、汚水処理が適切に行われておらず、水質保全の観

点から問題が生じる可能性があることや、使用料収入の増加または確保を図るため、水洗化率向

上の取り組みが必要です。 

分析に当たっての留意点としては、接続工事を進めることによる当該指標のモニタリングと、

費用対効果についても検証することが必要です。 

 

④ 【本市の状況】 

本市の水洗化率は、公共下水道が 92.7％、農業集落排水が 85.8％で、全国平均及び類似団体

平均と比較して同程度となっています。今後も引き続き、水洗化の普及促進に向けた取り組みを

進めていく必要があります。 
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【水洗化率・公共下水道】 

 

図 ２.２３ 水洗化率【公共下水道】 

 

 

【水洗化率・農業集落排水】 

 

図 ２.２４ 水洗化率【農業集落排水】 
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 有形固定資産減価償却率 

① 【指標の算定式】 

 

有形固定資産減価償却率（％）＝
有形固定資産減価償却累計額

有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿原価
× 100 

 

② 【指標の意味】 

有形固定資産のうち、償却対象資産の減価償却がどの程度進んでいるかを表す指標で、資産の

老朽化度合を示しています。 

 

③ 【分析の考え方】 

当該指標については、明確な数値基準はないと考えられています。したがって、経年比較や類

似団体との比較等により自団体の置かれている状況を把握・分析し、適切な数値となっているか、

対外的に説明できなければなりません。 

一般的には、数値が高いほど、法定耐用年数に近い資産が多いことを示しており、将来の施設

の改築（更新・長寿命化）等の必要性を推測することができます。 

また、他の老朽化の状況を示す指標である管渠老朽化率や管渠改善率の状況を踏まえ分析する

必要があると考えられ、施設の改築等の必要性が高い場合などには、改築等の財源の確保や経営

に与える影響等を踏まえた分析を行い、必要に応じて経営改善の実施や投資計画等の見直しなど

を行う必要があります。 

なお、長寿命化等に取り組んでいる団体においては、分析の際に、それらの効果についても留

意が必要です。 

 

④ 【本市の状況】 

本市の有形固定資産減価償却率は、公共下水道が 18.73％、農業集落排水が 13.61％で、全国

平均及び類似団体平均と比較しても低い水準にあります。これは、地方公営企業法適用(令和

2(2020)年度)から間が無いため、資産計上からの経過年数が短いため、減価償却累計額が小さく

なっている。 
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【有形固定資産減価償却率・公共下水道】 

 

図 ２.２５ 有形固定資産減価償却率【公共下水道】 

 

 

【有形固定資産減価償却率・農業集落排水】 

 

図 ２.２６ 有形固定資産減価償却率【農業集落排水】 
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 管渠老朽化率 

① 【指標の算定式】 

 

管渠老朽化率（％）＝
法定耐用年数を経過した管渠延長

下水道布設延長
× 100 

 

② 【指標の意味】 

法定耐用年数を超えた管渠延長の割合を表した指標で、管渠の老朽化度合を示しています。 

 

③ 【分析の考え方】 

当該指標は、明確な数値基準はないと考えられます。したがって、経年比較や類似団体との比

較等により自団体の置かれている状況を把握・分析し、適切な数値となっているか、耐震性や、

今後の更新投資の見通しを含め、対外的に説明できることが求められます。 

一般的には、数値が高い場合には法定耐用年数を経過した管渠を多く保有しており、管渠の改

築等の必要性を推測することができます。 

数値が低い場合であっても、将来的には耐用年数に達することから、改築・更新時期を迎える

管渠が増加することが考えられるため、設備の回復・予防保全のための修繕や事業費の平準化を

図り、計画的かつ効率的な維持修繕・改築更新に取り組む必要があります。 

また、他の老朽化の状況を示す指標である有形固定資産減価償却率や管渠改善率の状況を踏ま

え分析する必要があると考えられ、管渠の改築等の必要性が高い場合などには、投資財源の確保

や経営に与える影響等を踏まえた分析を行い、必要に応じて経営改善の実施や投資計画等の見直

しなどを行う必要があります。 

なお、長寿命化等に取り組んでいる団体においては、分析の際に、それらの効果についても留

意が必要であります。 

 

④ 【本市の状況】 

本市の管渠老朽化率は、公共下水道、農業集落排水ともに 0.00％となっています。 
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【管渠老朽化率・公共下水道】 

 

図 ２.２７ 管渠老朽化率【公共下水道】 

 

 

【管渠老朽化率・農業集落排水】 

 

図 ２.２８ 管渠老朽化率【農業集落排水】 
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 管渠改善率 

① 【指標の算定式】 

 

管渠改善率（％）＝
改善（更新・改良・修繕）管渠延長

下水道布設延長
× 100 

 

② 【指標の意味】 

当該年度に更新した管渠延長の割合を表した指標で、管渠の更新ペースや状況を把握できます。 

 

③ 【分析の考え方】 

当該指標については、明確な数値基準はないと考えられますが、仮に数値が 2％とした場合、

全ての管路を更新するのに 50年かかる更新ペースであることが把握できます。数値が低い場合、

耐震性や、今後の更新投資の見通しを含め、対外的に説明できることが求められます。 

また、当該指標の分析には、他の老朽化の状況を示す指標である有形固定資産減価償却率や管

渠老朽化率の状況を踏まえ分析する必要があると考えられ、管渠の改築等の必要性が高い場合な

どには、投資財源の確保や経営に与える影響等を踏まえた分析を行い、必要に応じて経営改善の

実施や投資計画等の見直しなどを行う必要があります。 

なお、長寿命化等に取り組んでいる団体においては、分析の際に、それらの効果についても留

意が必要です。 

 

④ 【本市の状況】 

本市の管渠改善率は、公共下水道、農業集落排水ともに 0.00％となっています。今後、耐用年

数を超過する管渠に対して適正な維持管理を継続していく必要があります。 
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【管渠改善率・公共下水道】 

 

図 ２.２９ 管渠改善率【公共下水道】 

 

 

【管渠改善率・農業集落排水】 

 

図 ２.３０ 管渠改善率【農業集落排水】 
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 その他の指標 

① 下水道人口普及率 

本市の下水道人口普及率は、公共下水道が 42.3％、農業集落排水が 5.9％となっています。近

隣市町村平均と比較して公共下水道は低く、農業集落排水は高い水準です。 

 

【下水道人口普及率・公共下水道水】 

 

図 ２.３１ 下水道人口普及率【公共下水道】 

 

 

【下水道人口普及率・農業集落排水】 

 

図 ２.３２ 下水道人口普及率【農業集落排水】 
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② 有収率 

本市の有収率は、公共下水道が 80.06％、農業集落排水が 88.00％となっています。近隣市町

村と比較して低く、特に農業集落排水が低い水準であり、不明水の流入が懸念されます。 

 

【有収率・公共下水道】 

 

図 ２.３３ 有収率【公共下水道】 

 

 

【有収率・農業集落排水】 

 

図 ２.３４ 有収率【農業集落排水】 
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③ 1か月 20㎥当たり家庭料金（円・消費税別） 

本市の 1 か月 20 ㎥当り家庭料金は、2,714 円/1 か月となっています。近隣市町村と比較する

と公共下水道は同程度、農業集落排水は低い水準にあります。汚水私費の原則を踏まえた適正な

使用料の検討が必要となります。 

 

【1か月 20㎥当たり家庭料金(円・消費税別)・公共下水道】 

 

図 ２.３５ 1 か月 20 ㎥当たり家庭料金(円・消費税別)・【公共下水道】 

 

 

【1か月 20㎥当たり家庭料金(円・消費税別)・農業集落排水】 

 

図 ２.３６ 1 か月 20 ㎥当たり家庭料金(円・消費税別)・【農業集落排水】 
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３-１ 人口の推計 

 行政区域内人口 

行政区以内人口の推計値は、「東金市・汚水適正処理構想における想定人口（令和 4年度改訂）」

をベースに、令和 7(2025)年度の実績人口で計画値との差を補正しています。本市の行政区域内

人口は減少傾向であり、令和 7(2025)年度の 56,224 人に対して令和 17(2035)年度には約 6.3％

減少し、52,673人になると推計されます。 
 

 

図 ３.１ 行政区域内人口の推計 

 

 処理区域内人口 

処理区域内人口は、令和 6(2024)年度の公共下水道及び農業集落排水の人口普及率を、行政区

域内人口に乗じて、各年度の処理区域内人口の推計を行います。行政区域内人口の推計と同様に

減少傾向を示しています。 
 

 

図 ３.２ 処理区域内人口の推計 
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 水洗化人口 

水洗化人口の推計値は、「東金市・生活排水処理基本計画（R7-16）R6年 10 月」の公共下水道

及び農業集落排水の水洗化率を用いて、処理区域内人口を乗じることにより算出します。処理区

域内人口及び行政区域内人口の推計と同様に減少傾向を示しています。 
 

 

図 ３.３ 水洗化人口の推計 

 

３-２ 有収水量の推計 

有収水量の推計値は、令和 6(2024)年度における有収水量と水洗化人口の実績値より算定した

有収水量原単位※に将来の水洗化人口推計値を乗じることで算出します。水洗化人口及び行政区

域内人口の推計と同様に減少傾向を示しています。 
 

※有収水量原単位(L/(人・日))＝有収水量(㎥/年)÷水洗化人口(人)÷年間日数(日)÷1,000 
 

 

図 ３.４ 有収水量の推計 
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３-３ 施設の見通し 

本市の下水道事業における老朽化対策及び地震対策への投資予定額は以下のとおりです。 

 

図 ３.５ 本市の投資予定額 

 

 老朽化対策 

① 管路施設 

本市では、ストックマネジメント計画に基づいて管路施設の点検・調査を行い、その結果を基

に改築事業を行います。今後、年間約 7,000 万円（設計委託費込み）の投資を見込んでいます。

なお、汚水管渠の改築は、令和 9 年度以降はウォーターPPP の導入決定済であることが交付金の

交付要件となっています。本市では令和 11(2029)年度を目途にウォーターPPP の導入を決定する

見込みです。 

 

② 処理場施設等 

本市では、ストックマネジメント計画に基づいて処理場等の施設・設備の改築事業を行います。

改築事業(年間約 5,000万円)に加えて、マンホールポンプ設備の更新(公共＝年間約 2,000万円、

農集＝年間約 200 万円)の投資を見込んでいます。 
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本市では、管路施設の耐震化計画に基づき約 25km の管路施設(管渠・マンホール)の耐震診断
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定しており、R12(2029)年度以降は年間約 550mの耐震化を見込んでいます。投資額は老朽化対策

と同程度の投資額を見込んでいます。 

 

② 処理場等施設 

本市では、処理場等の施設・設備の耐震診断結果を基に、耐震化費用を見込んでいます。 

表 ３.１ 処理場等施設の耐震化 

項  目 
R8

（2026） 

R9

（2027） 

R10

（2028） 

R11

（2029） 

R12

（2030） 

耐震設計(千円) 70,000     

管理棟(千円)   70,000   

沈砂池ポンプ棟(千円)    20,000  

機械棟(千円)     500,000 

 

３-４ 組織の見通し 

下水道事業職員は、平成 27(2015)年度の 11 名から増減しながら、令和 6(2024)年度には 12名

となり、1名増員しています。損益勘定職員数は 9名から 11 名に増員していますが、資本勘定職

員は 2名から 1名に減少しています。今後は、整備した施設・設備の老朽化が進み、改築・更新

事業の業務量の増加が懸念されるため、これを担う資本勘定職員の配置が求められてきます。 

 

 

図 ３.６ 職員数の推移 
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本市では、人口減少など急激に変化していく社会情勢や、汚水処理施設の早期の概成を求める

国の要請を踏まえ、千葉県が定める「全県域汚水適正処理構想」の見直しに合わせ、県とも連携

を図りながら、本市の実情と地域特性にあった「東金市汚水適正処理構想（令和 4 年度）」を策

定しました。本市の汚水処理事業では、「汚水処理施設整備の推進」に加え、「汚水処理施設の

老朽化」や汚水処理に係る「安全・安心への備え」、「維持管理コストの増大」の 4つの課題が

あります。 

上記の課題を解決するため、「東金市汚水適正処理構想（令和 4年度）」に基づき、すべての

市民が快適な汚水処理ができる住環境の構築を進め、持続的な汚水処理対策の運営を推進するた

め、日常の維持管理や施設の老朽化対策などについて、適正かつ合理的な整備・管理手法に取り

組みます。 
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投資・財政計画は、令和 8(2026)年度から令和 17(2035)年度までについて示します。 

 

５-１ 収支計画のうち投資についての説明 

 建設改良費 

経営戦略期間中の建設改良費は、最も少ない年で約 2.3 億円から最も多い年で約 7.3 億円の事

業量を予定しています。主な事業内容は、老朽化対策（約 1.8 億円）、地震対策（約 0.5億円か

ら約 5.6億円）となります。 

 

 

図 ５.１ 経営戦略期間中の建設改良費 
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 企業債償還金及び企業債利息 

将来借入れる企業債の借入条件は、次の条件としてシミュレーションしています。 

 

表 ５.１ 企業債元利償還額の算定条件 

項  目 建設改良債 資本費平準化債 

償 還 方 法 元利均等 元利均等 

借 入 期 間 30年 15年 

据 え 置 き なし なし 

利 息 2.10％ 1.70％ 

 

事業開始から 40 年以上が経過しており、企業債償還金は減少傾向となっています。令和

8(2026)年度の企業債償還金は約 6.9億円ですが、令和 17(2035)年度では約 2.5億円となります。

資本費平準化債の活用等により投資金額の最適化・平準化を行うとともに、企業債償還金の増加

は生じないようにしていきます。 

 

図 ５.２ 企業債償還金の将来推移 

 

企業債利息は、令和 8(2026)年度が 0.6億円、令和 17(2035)年度は約 0.5億です。 

 

図 ５.３ 企業債利息の将来推移 
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 今後の投資についての考え方・検討状況 

① 広域化・共同化・最適化に関する事項 

千葉県が主導する「汚水処理広域化・共同化計画」に積極的に参画して、事業の効率化に努め

ていきます。また、本市の農業集落排水は、公共下水道に上谷地区及び嶺南・正気西部地区を令

和 8(2026)年度より接続し、令和 9(2027)年度より松之郷地区を接続し東金市浄化センターで水

処理から汚泥処理まで一括して行う予定です。なお、施設利用率を高めるため、接続工事による

効果を確認しながら、ストックマネジメント計画に基づき、施設・設備の改築時にダウンサイジ

ングなどの検討を行います。 

 

② 投資の平準化に関する事項 

本市の下水道では、今後、老朽化対策が主たる事業になります。現在、老朽化対策は、「東金

市下水道ストックマネジメント計画」に基づき実施しています。 

ストックマネジメントは、施設・設備の維持管理と更新を一体的に捉えて、投資の平準化とラ

イフサイクルコストの最小化を目標としています。今後もストックマネジメント計画に基づき、

施設・設備の老朽化の状況を考慮しつつ、影響度、重要度等を踏まえた効果的な投資を実施して

いきます。 

 

③ 民間活力の活用に関する事項（PPP/PFIなど） 

現状では包括的民間委託により、施設の運転・管理に関して民間活力の活用を行っています。

施設・設備の老朽化が加速することが予想される中で、施設の更新工事等に関しても、管理・更

新一体マネジメント方式であるウォーターPPP 等を活用して長期間・包括的に安定した運営を行

っていきます。 
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５-２ 収支計画のうち財源についての説明 

 建設改良費の財源 

建設改良費の主たる財源は、企業債及び国・県補助金であり、事業内容に応じて、現行の制度

のもと算定して計上しています。 

⚫ 企業債の新規借入は各年度 45％～61％を占めており、約 1.1億円から約 3.3億円です。 

⚫ 国・県補助金は各年度 35％～53％を占めており、約 0.8億円から約 3.9億円です。 

 

 

図 ５.４ 財源の将来推移 

 

企業債残高は、新規借入の金額が企業債償還額より小さいため、減少していく見込みであり、

令和 8(2026)年度では約 42 億円ですが、令和 17(2035)年度までに約 25億円まで減少します。今

後も借入額の抑制を図るなど減債に努めていきます。 

 

図 ５.５ 企業債残高の推移 
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 今後の財源についての考え方・検討状況 

① 使用料の見直しに関する事項 

今後、人口減少等による使用料の減収が見込まれていますが、事業を運営するために必要な経

費等は、物価上昇等により増加することが予想されます。経費回収率、経常収支比率等を指標に、

一般会計との公私負担を調整しつつ、適宜、使用料水準の検証の分析を実施し、必要な時期に使

用料の見直しを実施していきます。 

 

② 使用料収入の確保に関する事項 

今後も引き続き、使用料収入を確保するため、下水道(公共・農集)の未接続家屋への水洗化普

及活動を計画的に行っていきます。 

 

③ 資産活用による収入増加の取り組みについて 

現状では、具体的な取り組み施策はありません。今後、運用可能な資産が発生し、費用対効果

等が見込まれる取り組みがあれば、積極的に採用検討を行っていきます。 
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５-３ 収支計画のうち投資以外の経費及び収入についての説明 

 維持管理費 

維持管理費は、令和 8(2026)年度から令和 17(2035)年度にかけて、公共下水道事業・農業集落

排水事業の合計で約 4.4億円から約 5.1億円に増加していく見込みです。なお、維持管理費の約

6割が処理場費となっています。 

 

 

図 ５.６ 維持管理費等の将来推移（上：公共下水道、下：農業集落排水） 

 減価償却費 

減価償却費は、過年度取得資産の推計値と将来投資で取得する資産における推計値の合算額で

す。将来投資での取得資産の計算条件は以下のとおりです。減価償却費算定に用いる耐用年数は、

資産の種別が多岐にわたることから、下水道事業における公営企業会計導入の手引に記載のある

「総合償却」の耐用年数を採用しています。 

 

表 ５.２ 減価償却計算条件 

項  目 設定内容 

償 却 方 法 定額法 

残 存 価 額 有形固定資産：取得価額の 10％、無形固定資産：取得価額の 0% 

償却限度額 有形固定資産：取得価額の 5%、無形固定資産：取得価額の 0% 

耐 用 年 数 次表のとおり 
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表 ５.３ 減価償却計算に用いた総合償却の耐用年数 

種  類 構造又は用途 細   目 
耐用年数（年） 

通  常 総合償却 

建物 SRC又は RC 事務所用 50 50 

構築物 下水道 
下水道管渠、人孔及びます 50 

50 
処理設備 50 

機械及び装置 下水道 

ポンプ設備 20 

20 

滅菌設備 10 

計量器 15 

荷役設備 17 

処理機械設備 20 

出典：下水道事業における公営企業会計導入の手引き 2015 年版（公益社団法人日本下水道協会） 

 

公共下水道事業への各種投資の実施により、新規取得資産がありますが、減価償却費及び長期

前受金戻入は減少傾向を示します。減価償却費は、令和 8(2026)年度は約 10.1億円、令和 17(2035)

年度は約 8.4 億円となります。また、長期前受金戻入は、令和 8(2026)年度は約 6.5 億円、令和

17(2035)年度は約 5.4億円となります。 

 

 

図 ５.７ 減価償却費と長期前受金戻入の将来推計（公共下水道） 

 

農業集落排水事業への各種投資の実施により、新規取得資産がありますが、減価償却費及び長

期前受金戻入は減少傾向を示します。減価償却費は、令和 8(2026)年度は約 2.0 億円、令和

17(2035)年度は約 1.9 億円となります。また、長期前受金戻入は、令和 8(2026)年度は約 1.3 億

円、令和 17(2035)年度は約 1.2億円となります。 
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図 ５.８ 減価償却費と長期前受金戻入の将来推計（農業集落排水） 
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 使用料収入 

使用料収入は、令和 6(2024)年度の使用料単価の実績値を用いて算出します。ここで示す使用

料収入の見通しは、実績の使用料単価（下水道使用料(年額)÷有収水量(㎥/年)）で推移した場合

を仮定しています。 

有収水量及び行政区域内人口の減少に伴い、減少傾向を示しています。令和 8(2026)年度の使

用料収入と比較して、令和 17(2035)年度では、約 9,069千円・2.1％の減少となる見込みです。 

 

表 ５.４ 令和 6 年度の使用料単価の実績値 

事 業 項     目 数 量 

公共下水道 

令和 6(2024)年度下水道使用料（年額・消費税別：円） 385,669,959 

令和 6(2024)年度有収水量（㎥/年） 2,560,305 

使用料単価（円/㎥） 150.63 

農業集落排水 

令和 6(2024)年度下水道使用料（年額・消費税別：円） 41,097,452 

令和 6(2024)年度有収水量（㎥/年） 291,018 

使用料単価（円/㎥） 141.22 

 

 

図 ５.９ 下水道使用料収入の推移 
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 一般会計繰入金 

一般会計繰入金は、公共下水道事業・農業集落排水事業の合計で令和 8(2026)年度は約 5.4 億

円から、令和 17(2035)年度では約 4.4億円まで減少する見込みです。なお、一般会計繰入金の額

については、地方公営企業繰出基準に基づくことを基本としつつ、毎年度の市の予算編成におい

て調整が図られます。 
 

 

 

図 ５.１０ 一般会計繰入金の推移（上：公共下水道、下：農業集落排水） 

 

 今後の投資以外の経費についての考え方・検討状況 

① 民間活力の活用に関する事項（包括的民間委託等の民間委託、指定管理者制度、PPP/PFIなど） 

包括的民間委託では、下水処理場の運転・維持管理に加えて、ユーティリティ（物品、薬品）

の調達管理や小規模修繕を含めることで、民間企業の創意工夫を活かして業務の効率化を図って

おり、継続して今後も実施していきます。また、必要に応じて、他の PPP/PFI 手法への転換も検

討していきます。 

 

② 職員給与費に関する事項 

今後、施設・設備の老朽化が進行し、さらなる事業量の増加が見込まれるため、人的資源の不

足が懸念されます。事業運営に必要な定数管理を行いつつ、官民連携事業等による民間活力の活

用で補完することも視野に入れて検討していきます。 
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③ 動力費・薬品費・修繕費に関する事項 

包括的民間委託において、ユーティリティ（物品、薬品）の調達管理や小規模修繕を含めてお

り、今後も民間企業の創意工夫を活かした業務の効率化を継続して実施していきます。 

 

④ 委託費に関する事項 

今後、施設・設備の老朽化が加速することが予想される中で、包括的民間委託における運転・

維持管理での「気づき」を更新計画、更新工事に反映できるような包括的民間委託の業務内容の

高度化を検討していきます。 
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６-１ 経営戦略の検証 

経営戦略は、事業環境の変動等に対応するため、事業の実施状況及び経営状態を踏まえ、適切

な経営戦略となっているか毎年事後検証を行い、5 年後を中間目標年度として中間評価を行い、

必要に応じて見直しを行い公表します。 

 

６-２ 推進体制と進捗管理 

経営戦略期間中に中間評価、見直しを行い、進捗の管理を行います。経営戦略の実施にあたっ

ては、各施策をＰＤＣＡサイクルに基づき、実施目標の達成状況を管理することで、施策を評価

し継続的な改善に取り組み、効率的かつ効果的に推進します。 
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７-１ 収益的収支・資本的収支 

経営戦略期間中の下水道事業の収益的収支・資本的収支の見通しは58ページ以降に示します。 
 

７-２ 経費回収率向上に向けたロードマップ 

本市の下水道使用料収入は、人口減少に伴い低下傾向にあります。経費回収率は令和 3(2021)

年度以降 100％を下回っていますが、令和 6(2024)年度の実績は 95.48％であり、他都市の平均と

比較すると高い水準にあります。 

現在、経費回収率の向上のため、農業集落排水の４地区のうち、令和 8(2026)年度より上谷地

区及び嶺南・正気西部地区の２地区を、令和 9(2027)年度より松之郷地区を公共下水道に接続す

ることで、下水道事業運営を効率化し、維持管理費の削減を図る取り組みを進めています。その

ため、令和 8(2026)年度における下水道使用料の改定は行いません。 

今後は、こういった取り組みの効果や決算状況を見極めながら、適正な下水道使用料水準につ

いて、随時検討していきます。なお、本経営戦略は毎年度事後評価を行うとともに、概ね５年ご

とに検証を行い、必要な場合には改定します。 
 

 

図 ７.１ 経営戦略期間中の経費回収率と下水道使用料収入の見込み 

 

表 ７.１ 第２期経営戦略ロードマップ（案） 
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営
業

費
用

職
員

給
与

費

基
本

給

支
払

利
息

令
和
17
年
度

令
和
6年

度
（
決
算
）

令
和
7年

度
（
予
算
）

令
和
8年

度
令
和
9年

度
令
和
10
年
度

令
和
11
年
度

令
和
12
年
度

令
和
13
年
度

令
和
14
年
度

令
和
15
年
度

令
和
16
年
度

動
力

費

修
繕

費

材
料

費



 

60 

 

 
 

 

資
本
的
収
支
（
全
事
業
合
算
）

（
単

位
：

千
円

）

年
　

　
　

　
　

度

区
　

　
　

　
　

分

１
．

4
6
8
,
7
0
0

4
7
4
,
6
0
0

3
6
9
,
6
1
3

3
3
3
,
3
4
5

3
0
9
,
1
5
6

2
4
2
,
3
9
8

4
3
6
,
1
0
0

2
0
9
,
7
3
2

1
9
1
,
8
9
1

1
9
1
,
4
1
2

1
8
1
,
6
2
9

1
6
3
,
3
2
5

2
7
9
,
3
0
0

2
7
7
,
1
0
0

2
3
1
,
4
0
3

1
9
2
,
4
4
5

1
3
6
,
7
5
6

1
2
7
,
4
9
8

1
0
5
,
2
0
0

1
0
3
,
8
3
2

8
5
,
9
9
1

8
5
,
5
1
2

7
5
,
7
2
9

5
7
,
4
2
5

２
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

３
．

1
9
8

1
1
,
4
5
3

1
9
8

1
9
8

1
9
8

1
9
8

1
9
8

1
9
8

1
9
8

1
9
8

1
9
8

1
9
8

４
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

５
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

６
．

1
6
1
,
6
4
8

7
4
,
8
3
0

1
5
5
,
5
9
0

8
1
,
1
0
0

1
1
9
,
6
0
0

1
2
7
,
1
0
0

3
9
1
,
1
0
0

1
1
6
,
1
0
0

1
1
6
,
1
0
0

1
1
6
,
1
0
0

1
1
6
,
1
0
0

1
1
6
,
1
0
0

７
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

８
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

９
．

4
,
2
3
3

1
,
0
0
2

6
,
8
8
5

6
,
8
8
5

6
,
8
8
5

6
,
8
8
5

6
,
8
8
5

6
,
8
8
5

6
,
8
8
5

6
,
8
8
5

6
,
8
8
5

6
,
8
8
5

(
A
)

6
3
4
,
7
7
9

5
6
1
,
8
8
5

5
3
2
,
2
8
6

4
2
1
,
5
2
8

4
3
5
,
8
3
9

3
7
6
,
5
8
1

8
3
4
,
2
8
3

3
3
2
,
9
1
5

3
1
5
,
0
7
4

3
1
4
,
5
9
5

3
0
4
,
8
1
2

2
8
6
,
5
0
8

(
B
)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(
C
)

6
3
4
,
7
7
9

5
6
1
,
8
8
5

5
3
2
,
2
8
6

4
2
1
,
5
2
8

4
3
5
,
8
3
9

3
7
6
,
5
8
1

8
3
4
,
2
8
3

3
3
2
,
9
1
5

3
1
5
,
0
7
4

3
1
4
,
5
9
5

3
0
4
,
8
1
2

2
8
6
,
5
0
8

１
．

3
3
9
,
4
6
5

2
5
7
,
9
8
5

3
0
4
,
4
4
1

2
3
2
,
7
3
9

3
0
2
,
8
3
8

2
5
2
,
9
3
7

7
3
3
,
0
3
8

2
3
3
,
1
4
0

2
3
3
,
2
4
2

2
3
3
,
3
4
4

2
3
3
,
4
5
0

2
3
3
,
5
5
5

7
,
0
3
2

9
,
2
5
3

1
0
,
6
4
0

1
0
,
7
3
8

1
0
,
8
3
7

1
0
,
9
3
6

1
1
,
0
3
7

1
1
,
1
3
9

1
1
,
2
4
1

1
1
,
3
4
3

1
1
,
4
4
9

1
1
,
5
5
4

２
．

7
5
7
,
4
7
7

7
4
6
,
0
4
4

6
8
6
,
2
0
3

6
3
7
,
6
3
8

5
7
5
,
3
7
4

5
5
7
,
1
8
6

4
9
9
,
8
0
2

4
3
5
,
2
8
8

3
6
3
,
3
5
0

3
0
8
,
9
5
6

2
8
8
,
3
5
7

2
5
1
,
8
3
9

３
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

４
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

５
．

0
2
,
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(
D
)

1
,
0
9
6
,
9
4
2

1
,
0
0
6
,
0
2
9

9
9
0
,
6
4
4

8
7
0
,
3
7
7

8
7
8
,
2
1
2

8
1
0
,
1
2
3

1
,
2
3
2
,
8
4
0

6
6
8
,
4
2
8

5
9
6
,
5
9
2

5
4
2
,
3
0
0

5
2
1
,
8
0
7

4
8
5
,
3
9
4

(
E
)

4
6
2
,
1
6
3

4
4
4
,
1
4
4

4
5
8
,
3
5
8

4
4
8
,
8
4
9

4
4
2
,
3
7
3

4
3
3
,
5
4
2

3
9
8
,
5
5
7

3
3
5
,
5
1
3

2
8
1
,
5
1
8

2
2
7
,
7
0
5

2
1
6
,
9
9
5

1
9
8
,
8
8
5

１
．

4
3
1
,
7
5
0

3
5
1
,
3
4
4

4
3
1
,
4
2
0

4
0
9
,
7
1
0

4
1
5
,
5
9
5

4
1
1
,
3
0
7

3
3
2
,
6
8
3

3
1
5
,
0
9
2

2
6
1
,
0
9
5

2
0
7
,
2
7
9

1
9
6
,
5
6
7

1
7
8
,
4
5
5

２
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

３
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

４
．

3
0
,
4
1
3

9
2
,
8
0
0

2
6
,
9
3
8

3
9
,
1
3
9

2
6
,
7
7
8

2
2
,
2
3
5

6
5
,
8
7
4

2
0
,
4
2
1

2
0
,
4
2
3

2
0
,
4
2
6

2
0
,
4
2
8

2
0
,
4
3
0

(
F
)

4
6
2
,
1
6
3

4
4
4
,
1
4
4

4
5
8
,
3
5
8

4
4
8
,
8
4
9

4
4
2
,
3
7
3

4
3
3
,
5
4
2

3
9
8
,
5
5
7

3
3
5
,
5
1
3

2
8
1
,
5
1
8

2
2
7
,
7
0
5

2
1
6
,
9
9
5

1
9
8
,
8
8
5

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(
G
)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(
H
)

4
,
7
8
3
,
7
9
8

4
,
5
1
2
,
3
5
4

4
,
1
9
5
,
7
6
4

3
,
8
9
1
,
4
7
1

3
,
6
2
5
,
2
5
3

3
,
3
1
0
,
4
6
5

3
,
2
4
6
,
7
6
3

3
,
0
2
1
,
2
0
6

2
,
8
4
9
,
7
4
8

2
,
7
3
2
,
2
0
4

2
,
6
2
5
,
4
7
6

2
,
5
3
6
,
9
6
3

○
他

会
計

繰
入

金

年
　

　
　

　
　

度

区
　

　
　

　
　

分

5
7
7
,
4
6
7

6
0
9
,
2
0
5

5
4
0
,
0
5
4

5
2
2
,
8
6
4

5
1
3
,
9
8
8

5
1
3
,
2
1
0

5
0
9
,
2
7
1

5
0
7
,
8
9
9

4
9
6
,
6
1
2

4
8
5
,
3
1
1

4
6
3
,
2
9
1

4
4
1
,
2
1
7

5
4
1
,
7
4
4

5
4
8
,
1
0
7

5
3
4
,
6
5
1

5
2
2
,
8
6
4

4
8
7
,
3
9
1

4
7
8
,
6
8
6

4
6
9
,
4
0
4

4
6
3
,
2
6
7

4
4
5
,
5
2
7

4
3
0
,
0
8
4

4
0
0
,
4
1
5

3
7
0
,
0
1
0

3
5
,
7
2
3

6
1
,
0
9
8

5
,
4
0
3

0
2
6
,
5
9
7

3
4
,
5
2
4

3
9
,
8
6
7

4
4
,
6
3
2

5
1
,
0
8
5

5
5
,
2
2
7

6
2
,
8
7
6

7
1
,
2
0
7

1
9
8

1
1
,
4
5
3

1
9
8

1
9
8

1
9
8

1
9
8

1
9
8

1
9
8

1
9
8

1
9
8

1
9
8

1
9
8

1
9
8

2
1
6

1
9
8

1
9
8

1
9
8

1
9
8

1
9
8

1
9
8

1
9
8

1
9
8

1
9
8

1
9
8

0
1
1
,
2
3
7

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

5
7
7
,
6
6
5

6
2
0
,
6
5
8

5
4
0
,
2
5
2

5
2
3
,
0
6
2

5
1
4
,
1
8
6

5
1
3
,
4
0
8

5
0
9
,
4
6
9

5
0
8
,
0
9
7

4
9
6
,
8
1
0

4
8
5
,
5
0
9

4
6
3
,
4
8
9

4
4
1
,
4
1
5

う
ち

基
準

外
繰

入
金

資
本

的
収

支
分

う
ち

基
準

内
繰

入
金

う
ち

基
準

外
繰

入
金

合
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
計

令
和

1
4
年

度
令

和
1
5
年

度
令

和
1
6
年

度
令

和
1
7
年

度

収
益

的
収

支
分

令
和

1
2
年

度
令

和
1
3
年

度

う
ち

基
準

内
繰

入
金

令
和

8
年

度
令

和
9
年

度
令

和
1
0
年

度
令

和
1
1
年

度
令

和
7
年

度
（

予
算

）

補
塡

財
源

不
足

額
(
E
)
-
(
F
)

他
会

計
借

入
金

残
高

企
業

債
残

高

令
和

6
年

度
（

決
算

）

資
本

的
収

入
額

が
資

本
的

支
出

額
に

不
足

す
る

額
 
 
 
 
 
　

　
 
 
 
 
(
D
)
-
(
C
)

補 塡 財 源

損
益

勘
定

留
保

資
金

利
益

剰
余

金
処

分
額

繰
越

工
事

資
金

そ
の

他

計

資 本 的 支 出

建
設

改
良

費

う
ち

職
員

給
与

費

企
業

債
償

還
金

他
会

計
長

期
借

入
返

還
金

他
会

計
へ

の
支

出
金

そ
の

他

計

資 本 的 収 支

資 本 的 収 入

企
業

債

う
ち

資
本

費
平

準
化

債

他
会

計
出

資
金

他
会

計
補

助
金

他
会

計
負

担
金

他
会

計
借

入
金

国
（

都
道

府
県

）
補

助
金

固
定

資
産

売
却

代
金

工
事

負
担

金

そ
の

他

計

(
A
)
の

う
ち

翌
年

度
へ

繰
り

越
さ

れ
る

支
出

の
財

源
充

当
額

純
計

(
A
)
-
(
B
)

令
和

1
7
年

度
令

和
6
年

度
（

決
算

）
令

和
7
年

度
（

予
算

）
令

和
8
年

度
令

和
9
年

度
令

和
1
0
年

度
令

和
1
1
年

度
令

和
1
2
年

度
令

和
1
3
年

度
令

和
1
4
年

度
令

和
1
5
年

度
令

和
1
6
年

度
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 収
益
的
収
支
（
公
共
）

（
単

位
：

千
円

）

年
　

　
　

　
　

　
度

区
　

　
　

　
　

　
分

１
．

(A
)

43
9,

58
3

46
6,

52
1

42
0,

83
6

41
9,

84
0

41
7,

58
1

41
1,

37
9

40
7,

05
9

40
4,

74
7

40
0,

93
5

40
1,

05
6

39
8,

84
5

39
5,

48
6

(1
)

38
5,

67
0

38
2,

37
7

38
3,

50
7

38
2,

97
9

38
0,

35
8

37
8,

73
1

37
8,

52
1

37
9,

29
5

37
8,

03
1

37
7,

73
4

37
7,

48
9

37
4,

31
3

(2
)

(B
)

3,
16

4
4,

87
0

4,
95

9
5,

04
9

5,
14

1
5,

23
4

5,
33

0
5,

42
7

5,
52

5
5,

62
6

5,
72

8
5,

83
3

(3
)

50
,7

49
79

,2
74

32
,3

70
31

,8
12

32
,0

82
27

,4
14

23
,2

08
20

,0
25

17
,3

79
17

,6
96

15
,6

28
15

,3
40

２
．

1,
04

8,
03

6
1,

05
3,

63
7

1,
03

3,
86

3
1,

02
6,

51
1

1,
01

9,
67

0
1,

02
3,

80
8

1,
02

8,
94

7
1,

03
7,

91
6

1,
01

2,
40

6
99

8,
07

6
96

5,
28

9
93

8,
47

7

(1
)

39
1,

40
0

39
6,

60
6

38
7,

47
3

38
1,

51
2

37
7,

55
5

38
2,

91
3

38
6,

44
7

38
9,

45
5

38
1,

55
1

37
2,

43
4

35
1,

54
9

33
0,

19
2

38
6,

74
5

39
0,

27
9

38
2,

76
3

37
8,

06
3

37
6,

16
8

38
2,

09
7

38
5,

63
1

38
9,

45
5

38
1,

55
1

37
2,

43
4

35
1,

54
9

33
0,

19
2

4,
65

5
6,

32
7

4,
71

0
3,

44
9

1,
38

7
81

6
81

6
0

0
0

0
0

(2
)

65
6,

27
1

65
6,

86
6

64
6,

03
2

64
4,

63
4

64
1,

74
4

64
0,

51
7

64
2,

11
5

64
8,

06
9

63
0,

45
6

62
5,

23
6

61
3,

32
6

60
7,

86
4

(3
)

36
5

16
5

35
8

36
5

37
1

37
8

38
5

39
2

39
9

40
6

41
4

42
1

(C
)

1,
48

7,
61

9
1,

52
0,

15
8

1,
45

4,
69

9
1,

44
6,

35
1

1,
43

7,
25

1
1,

43
5,

18
7

1,
43

6,
00

6
1,

44
2,

66
3

1,
41

3,
34

1
1,

39
9,

13
2

1,
36

4,
13

4
1,

33
3,

96
3

１
．

1,
43

2,
99

5
1,

52
5,

01
7

1,
39

1,
54

0
1,

40
1,

48
8

1,
39

8,
06

8
1,

39
5,

97
1

1,
39

7,
97

5
1,

40
0,

96
6

1,
37

2,
07

5
1,

35
7,

56
8

1,
32

1,
98

6
1,

29
1,

24
0

(1
)

74
,7

31
74

,4
40

75
,1

23
75

,8
16

76
,5

16
77

,2
18

77
,9

27
78

,6
44

79
,3

68
80

,0
98

80
,8

34
81

,5
79

33
,1

63
32

,3
25

32
,6

22
32

,9
22

33
,2

26
33

,5
31

33
,8

40
34

,1
51

34
,4

66
34

,7
82

35
,1

02
35

,4
25

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

41
,5

68
42

,1
15

42
,5

01
42

,8
94

43
,2

90
43

,6
87

44
,0

87
44

,4
93

44
,9

02
45

,3
16

45
,7

32
46

,1
54

(2
)

33
3,

19
0

42
3,

56
6

29
9,

69
6

31
6,

51
1

32
1,

30
9

32
6,

50
7

33
2,

26
5

33
8,

47
0

34
4,

08
4

35
0,

12
9

35
6,

30
2

36
1,

50
1

39
,5

38
50

,4
43

39
,8

07
40

,4
75

40
,9

35
41

,5
04

42
,2

36
43

,0
92

43
,7

31
44

,4
93

45
,2

74
45

,7
15

11
,5

04
21

,3
44

12
,2

77
12

,5
00

12
,7

29
12

,9
60

13
,1

96
13

,4
37

13
,6

81
13

,9
30

14
,1

83
14

,4
41

51
2

18
6

19
7

20
1

20
4

20
8

21
1

21
5

22
0

22
4

22
8

23
2

28
1,

63
6

35
1,

59
3

24
7,

41
5

26
3,

33
5

26
7,

44
1

27
1,

83
5

27
6,

62
2

28
1,

72
6

28
6,

45
2

29
1,

48
2

29
6,

61
7

30
1,

11
3

(3
)

1,
02

5,
07

4
1,

02
7,

01
1

1,
01

6,
72

1
1,

00
9,

16
1

1,
00

0,
24

3
99

2,
24

6
98

7,
78

3
98

3,
85

2
94

8,
62

3
92

7,
34

1
88

4,
85

0
84

8,
16

0

２
．

39
,1

20
37

,0
28

40
,2

86
39

,6
42

39
,1

83
39

,2
16

38
,0

31
41

,6
97

41
,2

66
41

,5
64

42
,1

48
42

,7
23

(1
)

35
,4

37
32

,4
81

29
,2

88
28

,6
44

28
,1

85
28

,2
18

27
,0

33
30

,6
99

30
,2

68
30

,5
66

31
,1

50
31

,7
25

(2
)

3,
68

3
4,

54
7

10
,9

98
10

,9
98

10
,9

98
10

,9
98

10
,9

98
10

,9
98

10
,9

98
10

,9
98

10
,9

98
10

,9
98

(D
)

1,
47

2,
11

5
1,

56
2,

04
5

1,
43

1,
82

6
1,

44
1,

13
0

1,
43

7,
25

1
1,

43
5,

18
7

1,
43

6,
00

6
1,

44
2,

66
3

1,
41

3,
34

1
1,

39
9,

13
2

1,
36

4,
13

4
1,

33
3,

96
3

(E
)

15
,5

04
△

 4
1,

88
7

22
,8

73
5,

22
1

0
0

0
0

0
0

0
0

(F
)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(G
)

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(H
)

0
△

 1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

15
,5

04
△

 4
1,

88
8

22
,8

73
5,

22
1

0
0

0
0

0
0

0
0

(I
)

15
,5

04
△

 2
6,

38
4

0
5,

22
1

5,
22

1
5,

22
1

5,
22

1
5,

22
1

5,
22

1
5,

22
1

5,
22

1
5,

22
1

(J
)

16
1,

36
7

15
2,

33
7

19
6,

59
9

21
6,

60
2

23
7,

66
7

25
4,

10
6

34
0,

86
9

43
5,

20
3

56
6,

01
5

73
4,

68
6

88
3,

59
2

1,
01

9,
45

1

48
,9

64
48

,9
64

48
,9

64
48

,9
64

48
,9

64
48

,9
64

48
,9

64
48

,9
64

48
,9

64
48

,9
64

48
,9

64
48

,9
64

(K
)

57
3,

66
8

51
6,

59
0

46
7,

37
6

42
7,

53
6

40
6,

10
2

35
6,

95
4

29
3,

96
1

23
9,

78
3

18
5,

78
2

17
4,

87
9

15
6,

61
2

13
6,

73
5

53
5,

61
3

47
8,

53
5

42
9,

32
1

38
9,

48
1

36
8,

04
7

31
8,

89
9

25
5,

90
6

20
1,

72
8

14
7,

72
7

13
6,

82
4

11
8,

55
7

98
,6

80

32
,2

18
32

,2
18

32
,2

18
32

,2
18

32
,2

18
32

,2
18

32
,2

18
32

,2
18

32
,2

18
32

,2
18

32
,2

18
32

,2
18

累
積

欠
損

金
比

率
(I

)/
 (

(A
)-

(B
))

×
10

0
0

6
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

(L
)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(M
)

43
6,

41
9

46
1,

65
1

41
5,

87
7

41
4,

79
1

41
2,

44
0

40
6,

14
5

40
1,

72
9

39
9,

32
0

39
5,

41
0

39
5,

43
0

39
3,

11
7

38
9,

65
3

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(N
)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(O
)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(P
)

43
6,

41
9

46
1,

65
1

41
5,

87
7

41
4,

79
1

41
2,

44
0

40
6,

14
5

40
1,

72
9

39
9,

32
0

39
5,

41
0

39
5,

43
0

39
3,

11
7

38
9,

65
3

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

健
全

化
法

第
22

条
に

よ
り

算
定

し
た

資
金

不
足

比
率

(（
N）

/（
P）

×
10

0)

地
方

財
政

法
に

よ
る

資
金

不
足

の
比

率
(（

L）
/（

M）
×

10
0)

健
全

化
法

施
行

令
第

16
条

に
よ

り
算

定
し

た
資

金
の

不
足

額

健
全

化
法

施
行

規
則

第
６

条
に

規
定

す
る

解
消

可
能

資
金

不
足

額

健
全

化
法

施
行

令
第

17
条

に
よ

り
算

定
し

た
事

業
の

規
模

特
別

損
益

(F
)-

(G
)

地
方

財
政

法
施

行
令

第
15

条
第

１
項

に
よ

り
算

定
し

た
資

金
の

不
足

額

営
業

収
益

－
受

託
工

事
収

益
(A

)-
(B

)

繰
越

利
益

剰
余

金
又

は
累

積
欠

損
金

流
動

資
産

う
ち

未
収

金

流
動

負
債

う
ち

建
設

改
良

費
分

う
ち

一
時

借
入

金

退
職

給
付

費

そ
の

他

う
ち

未
払

金

そ
の

他

支
出

計

経
常

損
益

(C
)-

(D
) (E

)+
(H

)

特
別

利
益

収 益 的 収 支

営
業

外
収

益

補
助

金

他
会

計
補

助
金

そ
の

他
補

助
金

長
期

前
受

金
戻

入

特
別

損
失

そ
の

他

減
価

償
却

費

当
年

度
純

利
益

（
又

は
純

損
失

）

そ
の

他

収
入

計

経
費

収 益 的 収 入

営
業

収
益

料
金

収
入

受
託

工
事

収
益

そ
の

他

営
業

外
費

用

収 益 的 支 出

営
業

費
用

職
員

給
与

費

基
本

給

支
払

利
息

令
和

17
年

度
令

和
6
年

度
（

決
算

）
令

和
7年

度
（

予
算

）
令

和
8年

度
令

和
9年

度
令

和
10

年
度

令
和

11
年

度
令

和
12

年
度

令
和

13
年

度
令

和
14

年
度

令
和

15
年

度
令

和
16

年
度

動
力

費

修
繕

費

材
料

費
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資
本
的
収
支
（
公
共
）

（
単

位
：

千
円

）

年
　

　
　

　
　

度

区
　

　
　

　
　

分

１
．

2
5
9
,
5
0
0

2
9
5
,
5
0
0

2
4
5
,
1
5
6

2
0
4
,
7
9
4

2
0
2
,
4
8
2

1
3
0
,
3
1
8

3
3
0
,
0
0
0

1
0
5
,
0
0
0

1
0
5
,
0
0
0

1
0
5
,
0
0
0

1
0
5
,
0
0
0

1
0
5
,
0
0
0

1
8
1
,
0
0
0

1
6
7
,
5
0
0

1
0
7
,
8
4
6

6
4
,
7
9
4

3
0
,
9
8
2

1
6
,
3
1
8

0
0

0
0

0
0

２
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

３
．

1
9
8

8
,
5
4
2

1
9
8

1
9
8

1
9
8

1
9
8

1
9
8

1
9
8

1
9
8

1
9
8

1
9
8

1
9
8

４
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

５
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

６
．

1
1
,
5
6
4

1
7
,
9
5
0

1
5
4
,
4
9
0

8
0
,
0
0
0

1
1
8
,
5
0
0

1
2
6
,
0
0
0

3
9
0
,
0
0
0

1
1
5
,
0
0
0

1
1
5
,
0
0
0

1
1
5
,
0
0
0

1
1
5
,
0
0
0

1
1
5
,
0
0
0

７
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

８
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

９
．

1
,
5
9
6

2
3
,
2
8
3

3
,
2
8
3

3
,
2
8
3

3
,
2
8
3

3
,
2
8
3

3
,
2
8
3

3
,
2
8
3

3
,
2
8
3

3
,
2
8
3

3
,
2
8
3

(
A
)

2
7
2
,
8
5
8

3
2
1
,
9
9
4

4
0
3
,
1
2
7

2
8
8
,
2
7
5

3
2
4
,
4
6
3

2
5
9
,
7
9
9

7
2
3
,
4
8
1

2
2
3
,
4
8
1

2
2
3
,
4
8
1

2
2
3
,
4
8
1

2
2
3
,
4
8
1

2
2
3
,
4
8
1

(
B
)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(
C
)

2
7
2
,
8
5
8

3
2
1
,
9
9
4

4
0
3
,
1
2
7

2
8
8
,
2
7
5

3
2
4
,
4
6
3

2
5
9
,
7
9
9

7
2
3
,
4
8
1

2
2
3
,
4
8
1

2
2
3
,
4
8
1

2
2
3
,
4
8
1

2
2
3
,
4
8
1

2
2
3
,
4
8
1

１
．

7
0
,
0
9
3

1
2
8
,
6
9
4

3
0
0
,
6
1
9

2
2
8
,
9
0
0

2
9
8
,
9
8
3

2
4
9
,
0
6
5

7
2
9
,
1
4
9

2
2
9
,
2
3
3

2
2
9
,
3
1
8

2
2
9
,
4
0
2

2
2
9
,
4
9
0

2
2
9
,
5
7
8

7
,
0
3
2

7
,
4
4
9

8
,
8
1
9

8
,
9
0
0

8
,
9
8
3

9
,
0
6
5

9
,
1
4
9

9
,
2
3
3

9
,
3
1
8

9
,
4
0
2

9
,
4
9
0

9
,
5
7
8

２
．

5
5
3
,
5
2
3

5
3
5
,
6
1
3

4
7
8
,
5
3
5

4
2
9
,
3
2
1

3
8
9
,
4
8
1

3
6
8
,
0
4
7

3
1
8
,
8
9
9

2
5
5
,
9
0
6

2
0
1
,
7
2
8

1
4
7
,
7
2
7

1
3
6
,
8
2
4

1
1
8
,
5
5
7

３
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

４
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

５
．

0
1
,
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(
D
)

6
2
3
,
6
1
6

6
6
5
,
3
0
7

7
7
9
,
1
5
4

6
5
8
,
2
2
1

6
8
8
,
4
6
4

6
1
7
,
1
1
2

1
,
0
4
8
,
0
4
8

4
8
5
,
1
3
9

4
3
1
,
0
4
6

3
7
7
,
1
2
9

3
6
6
,
3
1
4

3
4
8
,
1
3
5

(
E
)

3
5
0
,
7
5
8

3
4
3
,
3
1
3

3
7
6
,
0
2
7

3
6
9
,
9
4
6

3
6
4
,
0
0
1

3
5
7
,
3
1
3

3
2
4
,
5
6
7

2
6
1
,
6
5
8

2
0
7
,
5
6
5

1
5
3
,
6
4
8

1
4
2
,
8
3
3

1
2
4
,
6
5
4

１
．

3
4
4
,
8
3
3

2
9
6
,
5
3
7

3
4
9
,
3
0
0

3
4
9
,
7
4
5

3
3
7
,
4
3
4

3
3
5
,
2
9
0

2
5
8
,
9
0
5

2
4
1
,
4
4
9

1
8
7
,
3
5
4

1
3
3
,
4
3
5

1
2
2
,
6
1
8

1
0
4
,
4
3
7

２
．

0
0

△
 
3
,
5
1
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0

３
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

４
．

5
,
9
2
5

4
6
,
7
7
6

2
6
,
7
2
7

2
0
,
2
0
1

2
6
,
5
6
7

2
2
,
0
2
3

6
5
,
6
6
2

2
0
,
2
0
9

2
0
,
2
1
1

2
0
,
2
1
3

2
0
,
2
1
5

2
0
,
2
1
7

(
F
)

3
5
0
,
7
5
8

3
4
3
,
3
1
3

3
7
2
,
5
1
6

3
6
9
,
9
4
6

3
6
4
,
0
0
1

3
5
7
,
3
1
3

3
2
4
,
5
6
7

2
6
1
,
6
5
8

2
0
7
,
5
6
5

1
5
3
,
6
4
8

1
4
2
,
8
3
3

1
2
4
,
6
5
4

0
0

3
,
5
1
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0

(
G
)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(
H
)

3
,
0
7
3
,
2
1
3

2
,
8
3
3
,
1
0
0

2
,
5
9
9
,
7
2
1

2
,
3
7
5
,
1
9
4

2
,
1
8
8
,
1
9
5

1
,
9
5
0
,
4
6
6

1
,
9
6
1
,
5
6
7

1
,
8
1
0
,
6
6
0

1
,
7
1
3
,
9
3
3

1
,
6
7
1
,
2
0
6

1
,
6
3
9
,
3
8
2

1
,
6
2
5
,
8
2
5

○
他

会
計

繰
入

金

年
　

　
　

　
　

度

区
　

　
　

　
　

分

4
2
6
,
3
1
2

4
4
1
,
4
9
7

4
1
9
,
5
4
3

4
1
3
,
0
2
4

4
0
7
,
6
3
7

4
1
0
,
0
2
7

4
0
9
,
3
5
5

4
0
9
,
1
8
0

3
9
8
,
6
3
0

3
8
8
,
1
3
0

3
6
6
,
8
7
7

3
4
5
,
2
3
2

4
2
6
,
3
1
2

4
3
4
,
0
8
2

4
1
9
,
5
4
3

4
1
3
,
0
2
4

4
0
6
,
8
1
1

4
0
0
,
3
6
1

3
9
3
,
4
2
2

3
8
7
,
5
2
3

3
6
9
,
7
8
4

3
5
4
,
3
3
9

3
2
4
,
6
6
6

2
9
4
,
2
8
8

0
7
,
4
1
5

0
0

8
2
6

9
,
6
6
6

1
5
,
9
3
3

2
1
,
6
5
7

2
8
,
8
4
6

3
3
,
7
9
1

4
2
,
2
1
1

5
0
,
9
4
4

1
9
8

8
,
5
4
2

1
9
8

1
9
8

1
9
8

1
9
8

1
9
8

1
9
8

1
9
8

1
9
8

1
9
8

1
9
8

1
9
8

2
1
6

1
9
8

1
9
8

1
9
8

1
9
8

1
9
8

1
9
8

1
9
8

1
9
8

1
9
8

1
9
8

0
8
,
3
2
6

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4
2
6
,
5
1
0

4
5
0
,
0
3
9

4
1
9
,
7
4
1

4
1
3
,
2
2
2

4
0
7
,
8
3
5

4
1
0
,
2
2
5

4
0
9
,
5
5
3

4
0
9
,
3
7
8

3
9
8
,
8
2
8

3
8
8
,
3
2
8

3
6
7
,
0
7
5

3
4
5
,
4
3
0

う
ち

基
準

外
繰

入
金

資
本

的
収

支
分

う
ち

基
準

内
繰

入
金

う
ち

基
準

外
繰

入
金

合
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
計

令
和

1
4
年

度
令

和
1
5
年

度
令

和
1
6
年

度
令

和
1
7
年

度

収
益

的
収

支
分

令
和

1
2
年

度
令

和
1
3
年

度

う
ち

基
準

内
繰

入
金

令
和

8
年

度
令

和
9
年

度
令

和
1
0
年

度
令

和
1
1
年

度
令

和
7
年

度
（

予
算

）

補
塡

財
源

不
足

額
(
E
)
-
(
F
)

他
会

計
借

入
金

残
高

企
業

債
残

高

令
和

6
年

度
（

決
算

）

資
本

的
収

入
額

が
資

本
的

支
出

額
に

不
足

す
る

額
 
 
 
 
 
　

　
 
 
 
 
(
D
)
-
(
C
)

補 塡 財 源

損
益

勘
定

留
保

資
金

利
益

剰
余

金
処

分
額

繰
越

工
事

資
金

そ
の

他

計

資 本 的 支 出

建
設

改
良

費

う
ち

職
員

給
与

費

企
業

債
償

還
金

他
会

計
長

期
借

入
返

還
金

他
会

計
へ

の
支

出
金

そ
の

他

計

資 本 的 収 支

資 本 的 収 入

企
業

債

う
ち

資
本

費
平

準
化

債

他
会

計
出

資
金

他
会

計
補

助
金

他
会

計
負

担
金

他
会

計
借

入
金

国
（

都
道

府
県

）
補

助
金

固
定

資
産

売
却

代
金

工
事

負
担

金

そ
の

他

計

(
A
)
の

う
ち

翌
年

度
へ

繰
り

越
さ

れ
る

支
出

の
財

源
充

当
額

純
計

(
A
)
-
(
B
)

令
和

1
7
年

度
令

和
6
年

度
（

決
算

）
令

和
7
年

度
（

予
算

）
令

和
8
年

度
令

和
9
年

度
令

和
1
0
年

度
令

和
1
1
年

度
令

和
1
2
年

度
令

和
1
3
年

度
令

和
1
4
年

度
令

和
1
5
年

度
令

和
1
6
年

度
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 収
益
的
収
支
（
農
集
）

（
単

位
：

千
円

）

年
　

　
　

　
　

　
度

区
　

　
　

　
　

　
分

１
．

(A
)

41
,0

97
41

,5
94

40
,9

98
41

,0
98

40
,9

49
40

,9
24

41
,0

35
41

,2
72

41
,2

59
41

,3
71

41
,4

83
41

,1
23

(1
)

41
,0

97
41

,5
94

40
,9

98
41

,0
98

40
,9

49
40

,9
24

41
,0

35
41

,2
72

41
,2

59
41

,3
71

41
,4

83
41

,1
23

(2
)

(B
)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(3
)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

２
．

29
0,

44
3

29
4,

68
7

24
7,

02
7

23
5,

95
2

23
0,

82
3

22
3,

69
2

21
6,

29
6

21
5,

11
5

21
4,

43
4

21
3,

67
6

21
2,

81
9

21
2,

32
0

(1
)

15
1,

15
5

16
7,

70
8

12
0,

51
1

10
9,

84
0

10
6,

35
1

10
3,

18
3

99
,9

16
98

,7
19

97
,9

82
97

,1
81

96
,4

14
95

,9
85

12
6,

88
5

14
2,

98
8

95
,8

27
85

,3
84

85
,0

05
82

,5
27

80
,3

89
79

,3
56

80
,5

36
79

,7
78

80
,0

57
81

,5
98

24
,2

70
24

,7
20

24
,6

84
24

,4
56

21
,3

46
20

,6
56

19
,5

27
19

,3
63

17
,4

46
17

,4
03

16
,3

57
14

,3
87

(2
)

12
9,

44
4

12
6,

97
8

12
6,

50
8

12
6,

10
3

12
4,

46
3

12
0,

50
0

11
6,

37
1

11
6,

38
7

11
6,

44
3

11
6,

48
6

11
6,

39
5

11
6,

32
5

(3
)

9,
84

4
1

8
9

9
9

9
9

9
9

10
10

(C
)

33
1,

54
0

33
6,

28
1

28
8,

02
5

27
7,

05
0

27
1,

77
2

26
4,

61
6

25
7,

33
1

25
6,

38
7

25
5,

69
3

25
5,

04
7

25
4,

30
2

25
3,

44
3

１
．

27
0,

64
0

27
9,

61
4

25
5,

17
9

24
3,

96
6

24
2,

33
7

23
6,

83
3

23
1,

13
1

23
1,

73
9

23
2,

53
2

23
3,

38
3

23
4,

11
5

23
4,

64
1

(1
)

4,
18

2
4,

98
3

5,
02

8
5,

07
4

5,
12

1
5,

16
7

5,
21

6
5,

26
4

5,
31

2
5,

36
0

5,
41

0
5,

45
9

2,
41

2
2,

78
8

2,
81

4
2,

84
0

2,
86

6
2,

89
2

2,
91

9
2,

94
5

2,
97

3
3,

00
0

3,
02

8
3,

05
5

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1,
77

0
2,

19
5

2,
21

4
2,

23
4

2,
25

5
2,

27
5

2,
29

7
2,

31
9

2,
33

9
2,

36
0

2,
38

2
2,

40
4

(2
)

54
,1

49
64

,9
02

39
,5

32
32

,1
23

32
,6

34
33

,2
07

33
,8

41
34

,5
38

35
,1

46
35

,8
20

36
,5

06
37

,0
01

16
,2

44
20

,6
36

11
,6

95
8,

79
8

8,
92

5
9,

08
3

9,
27

3
9,

49
6

9,
66

6
9,

86
9

10
,0

76
10

,1
70

3,
69

3
3,

69
4

2,
86

4
2,

50
0

2,
54

5
2,

59
1

2,
63

8
2,

68
6

2,
73

5
2,

78
5

2,
83

5
2,

88
7

0
82

40
41

42
43

43
44

45
46

47
47

34
,2

12
40

,4
90

24
,9

33
20

,7
84

21
,1

22
21

,4
90

21
,8

87
22

,3
12

22
,7

00
23

,1
20

23
,5

48
23

,8
97

(3
)

21
2,

30
9

20
9,

72
9

21
0,

61
9

20
6,

76
9

20
4,

58
2

19
8,

45
9

19
2,

07
4

19
1,

93
7

19
2,

07
4

19
2,

20
3

19
2,

19
9

19
2,

18
1

２
．

32
,5

68
37

,2
58

32
,8

46
31

,0
23

29
,4

35
27

,7
83

26
,2

00
24

,6
48

23
,1

61
21

,6
64

20
,1

87
18

,8
02

(1
)

32
,5

67
32

,7
11

30
,9

97
29

,1
74

27
,5

86
25

,9
34

24
,3

51
22

,7
99

21
,3

12
19

,8
15

18
,3

38
16

,9
53

(2
)

1
4,

54
7

1,
84

9
1,

84
9

1,
84

9
1,

84
9

1,
84

9
1,

84
9

1,
84

9
1,

84
9

1,
84

9
1,

84
9

(D
)

30
3,

20
8

31
6,

87
2

28
8,

02
5

27
4,

98
9

27
1,

77
2

26
4,

61
6

25
7,

33
1

25
6,

38
7

25
5,

69
3

25
5,

04
7

25
4,

30
2

25
3,

44
3

(E
)

28
,3

32
19

,4
09

0
2,

06
1

0
0

0
0

0
0

0
0

(F
)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(G
)

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(H
)

0
△

 1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

28
,3

32
19

,4
08

0
2,

06
1

0
0

0
0

0
0

0
0

(I
)

24
,2

80
28

,3
32

19
,4

08
0

2,
06

1
0

0
0

0
0

0
0

(J
)

21
5,

74
9

22
6,

83
5

22
8,

82
6

25
1,

58
8

25
3,

54
6

25
5,

48
9

25
7,

41
4

25
9,

32
1

26
1,

21
2

26
3,

08
5

26
4,

94
0

26
6,

77
8

12
2,

07
5

12
2,

07
5

12
2,

07
5

12
2,

07
5

12
2,

07
5

12
2,

07
5

12
2,

07
5

12
2,

07
5

12
2,

07
5

12
2,

07
5

12
2,

07
5

12
2,

07
5

(K
)

38
7,

32
4

38
4,

56
2

38
5,

21
0

36
2,

78
6

36
6,

03
2

35
7,

79
6

35
6,

27
5

33
8,

51
5

33
8,

12
2

32
8,

42
6

31
0,

17
4

28
4,

87
0

21
0,

43
1

20
7,

66
9

20
8,

31
7

18
5,

89
3

18
9,

13
9

18
0,

90
3

17
9,

38
2

16
1,

62
2

16
1,

22
9

15
1,

53
3

13
3,

28
1

10
7,

97
7

17
6,

24
6

17
6,

24
6

17
6,

24
6

17
6,

24
6

17
6,

24
6

17
6,

24
6

17
6,

24
6

17
6,

24
6

17
6,

24
6

17
6,

24
6

17
6,

24
6

17
6,

24
6

累
積

欠
損

金
比

率
(I

)/
 (

(A
)-

(B
))

×
10

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

(L
)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(M
)

41
,0

97
41

,5
94

40
,9

98
41

,0
98

40
,9

49
40

,9
24

41
,0

35
41

,2
72

41
,2

59
41

,3
71

41
,4

83
41

,1
23

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(N
)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(O
)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(P
)

41
,0

97
41

,5
94

40
,9

98
41

,0
98

40
,9

49
40

,9
24

41
,0

35
41

,2
72

41
,2

59
41

,3
71

41
,4

83
41

,1
23

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

健
全

化
法

第
22

条
に

よ
り

算
定

し
た

資
金

不
足

比
率

(（
N）

/（
P）

×
10

0)

地
方

財
政

法
に

よ
る

資
金

不
足

の
比

率
(（

L）
/（

M）
×

10
0)

健
全

化
法

施
行

令
第

16
条

に
よ

り
算

定
し

た
資

金
の

不
足

額

健
全

化
法

施
行

規
則

第
６

条
に

規
定

す
る

解
消

可
能

資
金

不
足

額

健
全

化
法

施
行

令
第

17
条

に
よ

り
算

定
し

た
事

業
の

規
模

特
別

損
益

(F
)-

(G
)

地
方

財
政

法
施

行
令

第
15

条
第

１
項

に
よ

り
算

定
し

た
資

金
の

不
足

額

営
業

収
益

－
受

託
工

事
収

益
(A

)-
(B

)

繰
越

利
益

剰
余

金
又

は
累

積
欠

損
金

流
動

資
産

う
ち

未
収

金

流
動

負
債

う
ち

建
設

改
良

費
分

う
ち

一
時

借
入

金

退
職

給
付

費

そ
の

他

う
ち

未
払

金

そ
の

他

支
出

計

経
常

損
益

(C
)-

(D
) (E

)+
(H

)

特
別

利
益

収 益 的 収 支

営
業

外
収

益

補
助

金

他
会

計
補

助
金

そ
の

他
補

助
金

長
期

前
受

金
戻

入

特
別

損
失

そ
の

他

減
価

償
却

費

当
年

度
純

利
益

（
又

は
純

損
失

）

そ
の

他

収
入

計

経
費

収 益 的 収 入

営
業

収
益

料
金

収
入

受
託

工
事

収
益

そ
の

他

営
業

外
費

用

収 益 的 支 出

営
業

費
用

職
員

給
与

費

基
本

給

支
払

利
息

令
和

17
年

度
令

和
6
年

度
（

決
算

）
令

和
7年

度
（

予
算

）
令

和
8年

度
令

和
9年

度
令

和
10

年
度

令
和

11
年

度
令

和
12

年
度

令
和

13
年

度
令

和
14

年
度

令
和

15
年

度
令

和
16

年
度

動
力

費

修
繕

費

材
料

費
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資
本
的
収
支
（
農
集
）

（
単

位
：

千
円

）

年
　

　
　

　
　

度

区
　

　
　

　
　

分

１
．

2
0
9
,
2
0
0

1
7
9
,
1
0
0

1
2
4
,
4
5
8

1
2
8
,
5
5
1

1
0
6
,
6
7
4

1
1
2
,
0
8
0

1
0
6
,
1
0
0

1
0
4
,
7
3
2

8
6
,
8
9
1

8
6
,
4
1
2

7
6
,
6
2
9

5
8
,
3
2
5

9
8
,
3
0
0

1
0
9
,
6
0
0

1
2
3
,
5
5
8

1
2
7
,
6
5
1

1
0
5
,
7
7
4

1
1
1
,
1
8
0

1
0
5
,
2
0
0

1
0
3
,
8
3
2

8
5
,
9
9
1

8
5
,
5
1
2

7
5
,
7
2
9

5
7
,
4
2
5

２
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

３
．

0
2
,
9
1
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

４
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

５
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

６
．

1
5
0
,
0
8
4

5
6
,
8
8
0

1
,
1
0
0

1
,
1
0
0

1
,
1
0
0

1
,
1
0
0

1
,
1
0
0

1
,
1
0
0

1
,
1
0
0

1
,
1
0
0

1
,
1
0
0

1
,
1
0
0

７
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

８
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

９
．

2
,
6
3
7

1
,
0
0
0

3
,
6
0
2

3
,
6
0
2

3
,
6
0
2

3
,
6
0
2

3
,
6
0
2

3
,
6
0
2

3
,
6
0
2

3
,
6
0
2

3
,
6
0
2

3
,
6
0
2

(
A
)

3
6
1
,
9
2
1

2
3
9
,
8
9
1

1
2
9
,
1
6
0

1
3
3
,
2
5
3

1
1
1
,
3
7
6

1
1
6
,
7
8
2

1
1
0
,
8
0
2

1
0
9
,
4
3
4

9
1
,
5
9
3

9
1
,
1
1
4

8
1
,
3
3
1

6
3
,
0
2
7

(
B
)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(
C
)

3
6
1
,
9
2
1

2
3
9
,
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